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平成３０年１２月２０日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２７年（ワ）第１１６５１号 職務発明対価支払い請求事件 

口頭弁論終結日 平成３０年１０月２６日 

判 決 

 5 

原       告      Ｘ 

同訴訟代理人弁護士      田 中   康 久 

               園 部   洋 士 

               伊 藤   周 作 

               片 岡   直 輝 10 

               中 尾   亮 太 

同 補 佐 人 弁 理 士      飯 塚   雄 二 

 

被       告 ソ ニ ー 株 式 会 社  

  15 

同訴訟代理人弁護士 熊 倉   禎 男 

               田   和 彦 

               佐 竹   勝 一 

               奥 村   直 樹 

同訴訟復代理人弁護士      山 本   飛 翔 20 

主 文 

１ 被告は，原告に対し，８３３万６３１９円及びこれに対する平成２

７年５月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は，これを３６０分し，その１を被告の，その余を原告の25 

各負担とする。 
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４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 被告は，原告に対し，３０億円及びこれに対する平成２７年５月１３日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 5 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨  

 本件は，被告の従業員であった原告が，被告に対し，職務発明について特許

を受ける権利を被告に承継させたことにつき，平成１６年法律第７９号による

改正前の特許法（以下「旧法」という。）３５条３項の規定に基づき，相当の10 

対価の額２７８億１５６２万０３３５円の一部である３０億円及びこれに対す

る請求の日（訴状送達の日）の翌日である平成２７年５月１３日から支払済み

まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認定できる事実） 15 

⑴ 当事者 

ア 原告は，昭和５４年４月から平成２５年３月まで被告の従業員であった

者であり，被告において，光ディスクにおけるエラー訂正技術の開発等に

従事していた。 

イ 被告は，光技術製品を含む電気関連製品の開発，製造，販売等を業とす20 

る株式会社である。 

⑵ 光ディスクとエラー訂正技術 

ア 光ディスクとは，レーザ光を使って光ディスク担体の記録膜を変化さ

せて情報を記録し，その記録膜に再びレーザ光を照射し，その反射光の

変化を読み取ることにより情報を再生するものであり，音楽用のＣＤ25 

（ＣＤ－ＤＡ，以下「音楽用ＣＤ」という。），パーソナルコンピュータ
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の外部記録用のＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＡＭ等が知られている（乙６

１，１９３）。 

イ 光ディスクにおいて発生するエラーには，短いが頻繁に発生するラン

ダムエラーと，頻度は少ないが広い範囲にわたって発生するバーストエ

ラーがある。ランダムエラーはディスクの表面についた細かい傷等によ5 

って生じるものであり，バーストエラーはディスクの表面についた比較

的大きな傷やごみによって生じるほか，製造工程で生じるディスクの各

種欠陥などによっても生じる。光ディスクにおけるエラー訂正とは，デ

ィスクに記録された情報を読み取る機械が，エラーの前後の情報からエ

ラーを訂正する機能を意味する（乙７６，１３６，弁論の全趣旨）。 10 

ウ 音楽用ＣＤにおいては，上記の各エラーに対し，ＣＩＲＣ（通称サー

ク，Cross interleave read-solomon code）と呼ばれるエラー訂正技術

が用いられている（乙８６）。ＣＩＲＣは，ランダムエラーとバーストエ

ラーの双方に対して，リード・ソロモン符号という誤り訂正符号の一種

を作用させて訂正動作を行い，最初の符号Ｃ１が主としてランダムエラ15 

ーを訂正し，次の符号Ｃ２が主としてバーストエラーを訂正する（乙１

３６）。 

  ＣＩＲＣは，昭和５３年６月頃から始まった被告とコーニンクレッ

カ・フィリップス（Koninklijke Philips N.V.，以下「フィリップス社」

という。）による音楽用ＣＤの共同研究の中で開発されたエラー訂正技術20 

であり，被告によって，原告を含む被告の従業員４名とフィリップス社

の従業員１名を共同発明者として昭和５５年５月２１日に特許出願され，

日本においては特許第１８７２４５４号として，米国においては特許Ｕ

Ｓ４４１３３４０として，それぞれ登録された（甲１６３，乙６２，７

６，８０，２２８，２２９）。 25 

⑶ 職務発明及び特許を受ける権利の承継 
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ア 原告は，被告に入社後間もなく光ディスクにおけるエラー訂正技術の開

発に従事するようになった。 

原告は，被告の他の従業員等と共同で，光ディスクにおけるエラー訂正

技術の発明をした。原告が，別紙特許目録記載１ないし５の各特許に係る

発明をしたことについて当事者間に争いがない（以下，別紙特許目録記載5 

の個別の特許を，同目録記載１ないし７の各冒頭に記載の番号（１－１な

いし２－２）に従い，「本件特許１－１」などといい，同目録記載の特許

に係る発明を総称して「本件発明」という。別紙特許目録記載１ないし５

の特許は，本件特許１－１ないし１－５である。）。本件特許２－１，２－

２に係る発明について，原告は原告が発明者であると主張し，被告はこれ10 

を否認する（後記争点⑴参照）。 

 本件発明は，被告の業務範囲に属し，かつ，発明をするに至った行為が

被告における原告の職務に属するものであった（争いのない事実）。 

イ 被告の従業員であった，原告，Ａ（以下「Ａ」という。），Ｂ（以下「Ｂ」

という。），Ｃ（以下「Ｃ」という。），フィリップス社の従業員であったＤ15 

（以下「Ｄ」という。）の５名は，昭和５９年３月２３日頃，被告に対し，

本件特許１－１，１－２に係る発明について，特許を受ける権利を譲渡し

た（乙５ないし８，争いのない事実）。この譲渡は，同発明について，日

本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を譲渡するものであり，本件特

許１－１，１－２に係る出願を優先権の基礎とする本件特許１－３，本件20 

特許１－３の再発行特許（後記第３の４ ）である本件特許１

－４，本件特許１－３の一部継続出願（後記第３の４ a 参照）とし

て申請された本件特許１－５に係る発明についても，同日，被告に対し，

その特許を受ける権利が譲渡された（乙４，争いのない事実）。 

ウ 被告の従業員であった原告，Ｅ（以下「Ｅ」という。），Ｆ（以下「Ｆ」25 

という。）の３名は，平成７年５月頃，被告に対し，特願平７－１３６３
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２９号（特開平８－３２９６１２号，以下「本件日本出願」という。）に

係る発明について，特許を受ける権利を譲渡した（乙２８，２９）。この

譲渡は，同発明について，日本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を

譲渡するものであり，本件日本出願を優先権の基礎とする本件特許２－１

及び本件特許２－１から分割出願された本件特許２－２に係る発明につい5 

ても，同日，被告に対し，その特許を受ける権利が譲渡された（甲１７４，

乙２７，弁論の全趣旨）。 

⑷ 被告の特許出願及び登録 

 被告は，本件発明について，別紙特許目録記載のとおり，我が国のほか米

国において特許出願をし，特許権を取得した。本件発明に係る特許請求の範10 

囲の記載は，別紙特許目録記載のとおりある（争いのない事実）。 

 前記⑶イのとおり，本件特許１－３は，本件特許１－１及び１－２を優先

権の基礎とする米国特許であり，本件特許１－４は本件特許１－３の再発行

特許であり，本件特許１－５は本件特許１－３の一部継続出願として申請さ

れたものである（甲２ないし６，乙１４４）。 15 

 また，前記⑶ウのとおり，本件特許２－１は本件日本出願を優先権の基礎

とする米国特許であり，本件特許２－２は本件特許２－１の分割出願による

特許である。なお，本件日本出願は，その後，本件日本出願から分割して出

願された３件の出願も含め，拒絶査定を受けて，これが確定した。（甲７，

８，乙２８，２０６，２１８〔添付資料１〕，２２５）。 20 

⑸ 被告の職務発明に関する規定の定め 

 被告は，被告の役員及び従業員が職務上行った発明の取扱い等を定める発

明考案規定を設けている。同規定は度々改正されたが，昭和５５年５月以降

の規定には，いずれも次の趣旨の定めがあった（乙４，２７，３２，３７な

いし４０，４２，４８。以下，被告の発明考案規定を総称して「被告発明考25 

案規定」という。）。 
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ア 職務発明をした場合には社外に発表する前に直ちに上司に届け出て，知

的財産権の登録を受ける権利を被告に譲渡する。 

イ 被告は，職務発明をした役員又は従業員に対し，特許登録を受けた発明

の実施又は実施許諾によって特に顕著な功績が認められた場合には報奨金

（平成１７年４月１日改正前の名称は「褒賞金」。以下，同改正前の「褒5 

賞金」を含めて，実施又は実施許諾によって功績が認められた場合に支払

われる報奨金を「実施報奨金」という。）を支払う。 

⑹ 実施報奨金の支払 

ア 被告は，平成２年５月，原告に対し，本件特許１－３に係る実施報奨

金として●省略●円を支払った（乙９）。 10 

イ 被告は，平成１６年１２月１７日，原告に対し，実施報奨金として●

省略●円を支払った（以下，この支払を「平成１６年支払」ということ

がある。）。平成１６年支払が本件特許２－１に係る実施報奨金の性質を

有することは当事者間に争いがないが，本件特許２－２に係る実施報奨

金の性質も有するか否かについては当事者間に争いがある。（乙３１の15 

１）。 

ウ 被告は，平成１８年１２月１８日，原告に対し，実施報奨金として●

省略●円を支払った（以下，この支払を「平成１８年支払」ということ

がある。）。平成１８年支払が本件特許１－５に係る実施報奨金の性質を

有することは当事者間に争いがないが（被告は本件特許１－５に係る発20 

明のうちの一部の発明についての実施報奨金であるとも主張する。），本

件特許１－１ないし１－４に係る実施報奨金の性質も有するか否かにつ

いては当事者間に争いがある。（乙１０の１） 

⑺ 催告と本件訴訟の提起 

  原告は，被告に対し，本件特許２－１及び２－２に係る相当対価支払請求25 

権について，平成２６年１０月３１日に催告をし，平成２７年４月２８日，
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同請求権の支払を求める旨も記載された本件訴訟の訴状を提出した。（甲１

７６の１，２） 

 消滅時効の援用 

  被告は，原告に対し，平成２７年８月３１日の本件第１回弁論準備手続期

日において，本件特許１－１ないし１－５に係る各相当対価支払請求権につ5 

き，消滅時効を援用するとの意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。 

  被告は，原告に対し，平成２７年１１月４日の本件第２回弁論準備手続期

日において，本件特許２－１及び２－２に係る各相当対価支払請求権につき，

消滅時効を援用するとの意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。 

３ 争点 10 

 旧法３５条３項の「相当の対価」の支払請求権（相当対価支払請求権）の存

否及び額につき，次の点が争点である。 

⑴ 本件特許２－１及び２－２に係る発明についての原告の発明者該当性 

⑵ 本件発明により被告が受けるべき利益の額 

ア 被告が収受したライセンス料の額等 15 

イ 上記ライセンス料における本件発明の占める割合 

⑶ 本件発明について被告が貢献した程度 

⑷ 共同発明者間における原告の貢献度 

⑸ 相当対価の額 

⑹ 相当対価支払請求権の消滅時効の成否 20 

４ 争点についての当事者の主張 

⑴ 争点⑴（本件特許２－１及び２－２に係る発明についての原告の発明者該

当性）について 

（原告の主張） 

  被告が，本件特許２－１及び２－２から構成される発明（以下「原告主張25 

職務発明２」という。）につき，①基礎出願である本件日本出願の出願書類
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に発明者として原告を明記したこと，②同発明に係る特許を受ける権利の譲

渡証に原告の署名を要求したこと，③米国出願時に，米国特許商標庁に対し，

原告を真正な発明者として宣誓したこと，④原告に対して実施報奨金を支給

したこと等からすれば，原告が原告主張職務発明２の発明者であることは明

らかである。 5 

  被告は，発明報告書の作成者が原告でないから，原告が発明者ではない旨

主張するが，発明報告書は創作された発明を報告書の形式としたものにすぎ

ず，作成者以外は発明者ではないとの推定は働かない。 

（被告の主張） 

  本件日本出願の発明報告書として，４通の発明報告書（乙８８ないし９１，10 

乙２１３ないし２１６と同じ）が存在するところ（以下，順に「本件発明報

告書１」等ということがある。），原告が発明者として記載されているのは本

件発明報告書４のみである。そして，本件特許２－１の請求項１，２，４な

いし６は本件発明報告書１（乙８８）に記載された内容であり，請求項３及

び７は本件発明報告書３（乙９０）に記載された内容であって，本件発明報15 

告書４に記載された発明ではないから，原告は本件発明２－１の発明者では

ない。 

  また，本件特許２－２の請求項１ないし４は本件発明報告書２（乙８９）

に記載された内容であって，本件発明報告書４に記載された発明ではないか

ら，原告は本件特許２－２に係る発明の発明者ではない。 20 

⑵ 争点⑵（本件発明により被告が受けるべき利益の額）について 

ア 被告が収受したライセンス料の額等 

（原告の主張） 

(ｱ) 本件特許１－１ないし１－５及びその他少なくとも１９か国で登録

された特許権から構成される発明（以下「原告主張職務発明１」とい25 

う。）並びに原告主張職務発明２の実施製品は，別紙原告計算書左欄記
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載のとおりである。 

旧法３５条３項に基づく相当対価の対象となるのは「特許」ではな

く，技術的思想の創作である「発明」であり，必ずしも特許権が成立

している必要はない。原告主張職務発明１及び２は，本件特許１－１

ないし２－２の各請求項に係る発明の上位概念であり，請求項ごとに5 

実施の有無を評価することは技術思想としての原告主張職務発明１及

び２を過小評価するものである。 

  原告主張職務発明１及び２のライセンスによって被告が得た利益の

額は，上記各実施製品の販売数量にライセンス料単価及び被告の配分

率を掛け合わせて算出される金額であり，別紙原告計算書「配分ライ10 

センス料」欄記載のとおりである。 

(ｲ) 被告がロイヤリティレポートに基づいて主張するライセンス料の受

領額は，職務発明を実施する製品の売上げが増加しているにもかかわ

らず収受額が減少する点で不自然であり，公開された資料において推

計される実施品の販売数量に対して極めて低額であるなど，不正確か15 

つ不十分である。また，被告の主張するライセンス料は，被告が単独

で得たライセンス料やクロスライセンスによって免れたライセンス料

を含んでいない。 

(ｳ) プレイステーションシリーズのゲーム機本体は，被告の子会社ない

し孫会社である株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント20 

（現・株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント，以下

「ＳＣＥ」という。）が平成６年１２月から製造販売しているところ，

被告はＳＣＥと一体であり，プレイステーションシリーズの実施主体

として独占の利益を得ているのであるから，同利益も相当対価の基礎

とされるべきである。 25 

  すなわち，①ＳＣＥは被告の子会社であり被告の連結決算の対象と
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なっていること，②被告とＳＣＥは，技術の流用や交流・支援，資金

援助や債務保証，被告からＳＣＥへの半導体部門等の全面的なバック

アップや大規模な半導体開発投資も頻繁に行っていること，③両社間

で役員及び従業員の異動・出向・兼務や人事交流が頻繁に行われてい

ること，④被告における年１回の発明・考案実施等報奨においてもＳ5 

ＣＥ従業員が表彰されていること，⑤別件訴訟（知財高裁平成２０年

（ネ）第１００８２号事件）においても被告とＳＣＥの一体性が肯定

されていること等からすれば，被告とＳＣＥは一体と認められるべき

である。 

  仮に，被告とＳＣＥが一体と認められないとしても，少なくとも被10 

告がＳＣＥから支払を受けているライセンス料やクロスライセンスに

よって得ている利益は，原告主張職務発明１及び２により被告が得た

独占の利益となる。 

（被告の主張） 

 本件特許１－５について 15 

  被告は，フィリップス社と共同で本件特許１－５を含むＣＤ－ＲＯ

Ｍ規格特許をライセンスし，フィリップス社がライセンシーからライ

センス料を受領した上で，●省略●を被告に振り込むことにより，ラ

イセンス料を受け取っていた。このようなジョイントライセンスプロ

グラムに基づき被告が受け取ったライセンス料の額は，以下のとおり20 

である。なお，争点⑹の被告の主張のとおり，本件特許１－１ないし

１－４に係る相当対価支払請求権は時効により消滅した。 

ａ 平成５年から平成１４年まで 

  本件特許１－５は，上記期間中のライセンス対象特許リスト（乙

１５３ないし１５９）に掲載されておらず，ＣＤ－ＲＯＭ規格にお25 

けるライセンス対象特許となっていなかった。 
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  仮に，本件特許１－５が上記期間中にライセンス対象特許になっ

ているとした場合，被告が受け取った製品カテゴリごとのライセン

ス料の額（●省略●以下同じ。）は以下のとおりである。 

  ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ   ●省略● 

  ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｒｉｖｅ  ●省略● 5 

  ＣＤ－Ｒ Ｄｉｓｃ     ●省略● 

  ＣＤ－Ｒ Ｄｒｉｖｅ    ●省略● 

  ＣＤ－ＲＷ Ｄｒｉｖｅ   ●省略● 

  ＣＤ－ＲＷ Ｄｉｓｃ    ●省略● 

  Ｖｉｄｅｏ ＣＤ Ｄｉｓｃ ●省略● 10 

  Ｖｉｄｅｏ ＣＤ Ｐｌａｙｅｒ ●省略● 

ｂ 平成１５年から本件特許１－５が消滅する平成１７年まで 

  本件特許１－５は，上記期間中，ライセンス対象特許リストのう

ち「ＣＤ Ｐｌａｙｅｒ／ＣＤ－ＲＯＭ Ｐａｒｔ」及び「ＣＤ－

ＲＷ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ」カテゴリに掲載されていた。 15 

  被告が，前者のＣＤ－ＲＯＭドライブ分に対応するものとして受

け取ったライセンス料は，以下のとおりである。 

   平成１５年    ●省略● 

   平成１６年    ●省略● 

   平成１７年    ●省略● 20 

  また，被告が，後者のＣＤ－Ｒドライブ分及びＣＤ－ＲＷドライ

ブ分に対応するものとして受け取ったライセンス料は，以下のとお

りである。 

  （ＣＤ－Ｒドライブ分） 

平成１５年：    ●省略● 25 

平成１６年：    ●省略● 
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平成１７年：    ●省略● 

（ＣＤ－ＲＷドライブ分） 

平成１５年：    ●省略● 

平成１６年：    ●省略● 

平成１７年：    ●省略● 5 

 本件特許２－１について 

  本件特許２－１に関係する以下のライセンスプログラムがあり，被

告は，これらのライセンスプログラムに基づき，ライセンス料を受け

取った。なお，争点⑹の被告の主張のとおり，本件特許２－２に係る

相当対価支払請求権は時効により消滅した。 10 

ａ フィリップス社と共同で行うジョイントライセンスプログラム 

  被告が受け取った，ＤＶＤ規格のフォーマット・製品カテゴリごと

のライセンス料の額は以下のとおりである。 

(a) ＤＶＤ ＲＯＭ 

  ディスク（ＤＶＤ ＲＯＭのＤｕａｌとＳｉｎｇｌｅ）について15 

の平成１１年から平成２８年６月までの総額は●省略●である。  

(b) ＤＶＤ ＶＩＤＥＯ 

  ディスク（ＤＶＤ ＶｉｄｅｏのＤｕａｌとＳｉｎｇｌｅ）につ

いての平成１１年から平成２８年６月までの総額は●省略●である。 

(c) ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥ 20 

  ディスクについての平成１１年ないし平成２８年６月までの総額

は●省略●である。同期間のドライブ（ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢ

ＬＥ Ｄｒｉｖｅ用）についての総額は●省略●である。  

ｂ Ｏｎｅ Ｂｌｕｅ及びＯｎｅ Ｒｅｄライセンスプログラム 

(a) Ｏｎｅ Ｂｌｕｅライセンスプログラム 25 

  被告が受け取ったブルーレイディスク（ＢＤ）製品の製品カテゴ
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リごとのライセンス料の額は，以下のとおりである。 

  ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒの平成２４年（ライセンスプログラム開

始時）から平成２８年６月までの総額は●省略●である。 

  ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ Ｄｒｉｖｅの上記期間における総額は●

省略●である。 5 

(b) Ｏｎｅ Ｒｅｄライセンスプログラム 

  被告が受け取ったＤＶＤ規格に係るフォーマット，製品カテゴリ

ごとのライセンス料の額は，以下のとおりである。 

  ＤＶＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃの平成２４年から平成２８年６月まで

の総額は●省略●である。 10 

  ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｃの上記期間の総額は●省略●であ

る。 

 プレイステーションシリーズについて 

ａ ●省略● 

ｂ 原告は，被告とＳＣＥが一体であると主張するが，ＳＣＥは，被15 

告とは別法人であるし，平成１６年４月までは被告と株式会社ソニ

ー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社であって被告の完

全子会社でもなかったのであるから，被告とＳＣＥは一体とは認め

られない。 

イ 上記ライセンス料における本件発明の占める割合 20 

（原告の主張） 

(ｱ) 原告主張職務発明１ 

ａ 原告主張職務発明１は，フィリップス社提案のエラー訂正方法よ

りも優れたエラー訂正能力と製品への実施の実現可能性を有してい

たことからＣＤ－ＲＯＭ規格に採用された最重要特許であり，優れ25 

たエラー訂正能力を発揮する情報処理技術であるから，ライセンス
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における貢献は極めて大きい。原告主張職務発明１がＣＤ－ＲＯＭ

規格に採用された結果，ＣＤ－ＲＯＭ規格に関する被告のライセン

ス料の配分割合は，ＣＤ－ＲＯＭディスクのライセンス料において

音楽用ＣＤ規格時の●省略●に，ＣＤ－ＲＯＭプレーヤーのライセ

ンス料において音楽用ＣＤ規格時の●省略●に，それぞれ増加した。5 

ＣＤ－ＲＯＭが普及した最大の要因は，原告主張職務発明１によっ

てＣＤ－ＲＯＭの物理フォーマットをコンピュータ業界の要求に合

致させることができたことによるものであり，被告の主張するファ

イルフォーマットやインターフェースの統一，プロモーション活動

やコンテンツの魅力は副次的な要因にすぎない。 10 

  また，原告主張職務発明１は，その優れたエラー訂正能力からＣ

Ｄ－ＲＯＭ規格を前提としたＤＶＤ規格においても採用されており，

ＤＶＤ規格における技術的価値も高い。 

  さらに，本件特許１－５は，「復号方法」を規定する請求項７にお

いてＣＤ－ＲＯＭドライブやＣＤ－ＲＯＭプレーヤーといった再生15 

装置群をカバーしていること，請求項５においては符号についてリ

ード・ソロモン符号という限定がなく種々の符号が適用可能である

ことなどから，本件特許１－３に比べて適用範囲が極めて広く，そ

の価値は本件特許１－３に比べてはるかに高い。 

  これらの事実によれば，原告主張職務発明１のライセンス料に対20 

する貢献の割合は，別紙原告計算書「原告主張職務発明１又は２の

貢献度」欄記載の割合を下回らない。 

ｂ これに対し，被告は，本件特許１－５には無効理由があるとして，

本件特許１－５のＣＤ－ＲＯＭ規格やＤＶＤ規格への貢献を否定す

るが，被告は，本件特許１－５の登録後，その権利期間が満了する25 

までライセンス料を受け取り続け，本件訴訟が提起されるまで本件
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特許１－５の有効性を否定する言動を一切行っていないのであり，

特許期間経過後になって本件特許１－５の無効を主張することは信

義誠実の原則に反する。 

  また，被告は，本件特許１－５はＣＩＲＣと比べて重要性が低い

と主張するが，ＣＩＲＣは時系列データである音楽信号に特化した5 

エラー訂正方法であり，データ間に相関がないコンピュータデータ

のエラー訂正に対しては，むしろ有害な仕組みであるから，ＣＩＲ

Ｃはコンピュータデータ対応の記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭ規格に

は貢献していない。 

ｃ ＣＤ－ＲＯＭ規格に貢献する特許権数については，別途ＣＤ－Ｄ10 

Ａ規格製品のライセンス料が支払われている音楽用ＣＤに関する特

許は含めるべきではなく，また，既に実施のない「ＣＤ－ｉ」や

「ＣＤＶ」にのみ関係する特許も含めるべきではない。そして，相

当対価支払請求権における貢献度を評価するに当たっては，個別の

特許ごとではなく，ファミリー特許ごとに１つとして数えるのが適15 

切である。 

(ｲ) 原告主張職務発明２ 

ａ 原告主張職務発明２は，情報集積度がＣＤ－ＲＯＭのおよそ７倍

となり，バーストエラーの問題が深刻になっていたＤＶＤにおいて，

コンピュータデータに適合し，高速アクセスを可能とする２Ｋバイ20 

トというセクタ単位の採用を維持しつつ，複数のセクタを用いた大

きなデータサイズでエラー訂正能力を高め，１０のマイナス１２乗

というエラー訂正率を実現できる唯一の情報処理技術であったこと

から，ＤＶＤ規格の基本構造の規格必須特許として採用された。Ｄ

ＶＤ規格において開発された必須特許の中で被告が保有している特25 

許は，原告主張職務発明２とＥＦＭプラスの２件だけである。これ
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によって，被告は全てのＤＶＤ規格においてライセンサーの地位を

獲得することができた。 

  また，原告主張職務発明２は，ＢＤ規格においても，小さいデー

タサイズのセクタで高速アクセスをし，複数セクタの大きなデータ

サイズでエラー訂正能力を高めることができるとの技術的価値によ5 

り採用され，その技術的価値は高い。 

ｂ これらの事実によれば，原告主張職務発明２のライセンス料に対

する貢献は，別紙原告計算書「原告主張職務発明１又は２の貢献度」

欄記載の割合を下回らない。 

（被告の主張） 10 

(ｱ) 本件特許１－５ 

  本件特許１－５に係る発明は，本件特許１－１の公開公報（乙２２

６）に記載された発明に基づき新規性を欠き，無効であるから，仮に

被告が本件特許１－５に基づき米国内の第三者に対して権利行使を行

ったとしても権利行使が否定された可能性は高い。 15 

  また，本件特許１－５に係る発明は，相当対価支払請求権が時効消

滅した本件特許１－１ないし１－４に係る発明と比較して格別の技術

的価値を提供するものとはいえない。 

  本件特許１－５の存在によってライセンシーとの間のライセンス契

約の締結が促進されたり，ライセンシーとの交渉において同特許が代20 

表特許として提示されたり，あるいは同特許が被告の受領するライセ

ンス料に影響を与えたことはない。 

  さらに，原告が発明したと主張するＣＤ－ＲＯＭ規格における独自

のエラー訂正技術は，基礎技術としてのＣＩＲＣと比較するとその重

要性は格段に小さく，常にそのエラー訂正技術を用いる必要があると25 

いうものでもなく，ＣＤ－ＲＯＭ規格全体の技術の中のある一つの技
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術要素にすぎない。 

  加えて，ＣＤ－ＲＯＭ規格のライセンス契約に基づき被告が受領し

たライセンス料は，●省略●特に標準規格特許は，規格そのものに組

み入れられたことによる価値と，特許に係る発明の技術的な価値が区

別されるべきものであり，相当対価の算定対象となるのは，技術的価5 

値に係る部分のみである。 

(ｲ) 本件特許２－１ 

  本件特許２－１の請求項１に係る発明はＤＶＤ－ＲＡＭディスクに

おいて実施され，請求項４，５及び６に係る発明はＤＶＤ－ＲＡＭ規

格に準拠した記録装置において実施されるのみであり，被告の得た利10 

益に対する本件特許２－１の寄与度は低い。 

  また，本件特許２－１がＤＶＤ規格の策定に当たって貢献した事実

は存在せず，ＤＶＤ規格がその市場を拡大したことは，純粋な技術的

要素よりも規格が統一されたこと自体による貢献が大きい。また，Ｄ

ＶＤ規格の普及に際しては，マーケティングやプロモーションが被告15 

や東芝等の労力・費用負担によって行われたのであり，この点につい

て原告の貢献は存在しない。 

  さらに，本件特許２－１に係る発明は先行技術である特開昭６１－

１８２６７６号公報（乙６６）に記載された発明並びに特開昭６１－

１８２６７６号公報及び特開平６－３１４１７４号公報（乙６７）に20 

記載された周知技術に照らして進歩性を欠くものであり，本件日本出

願及び当該出願からの分割出願のいずれもが登録に至らなかった。 

  これらの事実に鑑みれば，ＤＶＤ規格のライセンシーとしては，本

件特許２－１の米国における排他的効力に期待してライセンス契約を

締結したとは到底考えられず，本件特許２－１のライセンス料に対す25 

る寄与度は低い。 
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⑶ 争点⑶（本件発明について被告が貢献した程度）について 

（原告の主張） 

ア 原告主張職務発明１ 

  原告主張職務発明１は，音楽用ＣＤをコンピュータ用途へ発展させる

という着想から具体的なフォーマットの完成に至るまで，原告が一人で5 

検討し，シミュレーションも行った。その際，原告は，自宅において，

自身で購入した機器を用いて研究を行ったのであり，被告から研究開発

費の支給を受けたことはなく，給与も当時配属されていた音声認識開発

プロジェクトのメンバーとしての勤務に対するもののみが支払われ，Ｃ

Ｄ－ＲＯＭフォーマット開発のために特別手当等が支給されたこともな10 

かった。 

  また，原告は，昭和６０年１０月には，米国光学会においてＣＤ－Ｒ

ＯＭシステムについて世界最初の国際発表を行い，原告主張職務発明１

の出願や特許権利化に当たっても，弁理士や知財担当者への説明等を行

うなど貢献した。 15 

  被告は，原告主張職務発明１に，被告の従来技術であるＣＩＲＣやＣ

Ｄ－ＤＡ規格が貢献しているとの主張をするが，ＣＩＲＣは音楽信号用

に特化されているために簡単にコンピュータ用のフォーマットに利用で

きるものではない。また，被告は，既存の音楽用ＣＤディスクの製造工

場等の設備を利用したいとの目的で，コンピュータ用の記憶媒体として20 

もＣＤ－ＤＡ規格を使用するという制約を課したものであり，被告の知

見や技術の蓄積を利用できるという理由でＣＤ－ＤＡ規格を使用したも

のではなく，ＣＤ－ＤＡ規格は原告主張職務発明１の技術的な障壁にす

ぎなかった。 

  したがって，原告主張職務発明１に対する被告の貢献割合が７５％を25 

上回ることはない。 
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イ 原告主張職務発明２ 

  原告主張職務発明２は，被告の正式なプロジェクトとして開発された

ものではなく，原告ら発明者が，ＤＶＤ規格争いでの被告の劣勢を挽回

するために，就労時間外において自主的に開発したものであり，被告か

ら開発予算を提供されたことも，時間外労働に対する時間外手当が支給5 

されたこともない。 

  また，原告は，平成７年５月下旬頃に，被告の知的財産部の職員と共

に弁理士との打合せに出席し，弁理士に対して原告主張職務発明２の概

要を説明するとともに，記録用ディスク及びレコーダーを見据えたフォ

ーマットの開発という原告主張職務発明２の目的を伝え，原告主張職務10 

発明２が権利化した際に，複数のＤＶＤ規格対象範囲とできるようにす

るなど，原告主張職務発明２の権利化に当たって強力な貢献を行った。 

  したがって，原告主張職務発明２に対する被告の貢献割合が７５％を

上回ることはない。 

（被告の主張） 15 

ア 本件特許１－５及び本件特許２－１は，一般的な発明に係る特許では

なく，標準規格というルールに係る特許である。標準規格は，通常，当

該標準規格に準拠した製品間の互換性を保つ決まり事としての意味合い

が強く，規格として採用されたことが必ずしもその規格に係る技術の技

術的な優位性を意味するものではない。そして，ある技術が規格として20 

採用されると，当該技術自体の優劣にかかわらず，営業活動等の結果，

規格の普及に成功し，市場が拡大すれば全世界で多数のライセンシーに

より規格が用いられ，ライセンサーが得るロイヤリティも多額となる。 

  このような標準規格特許の特殊性に鑑みれば，発明そのものによって

もたらされる技術的な価値と，当該発明が規格に組み入れられることに25 

よってもたらされる価値は区別されなければならず，職務発明の相当対
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価支払請求権の対象となるのは前者のみであって，後者は，旧特許法３

５条４項の「発明により使用者が受けるべき利益」に該当しないか，仮

に該当するとしても被告の貢献度の高さを示すものとして取り扱われる

べきである。 

イ 本件特許１－５ 5 

  被告におけるＣＤ－ＲＯＭの開発は，音楽用ＣＤをオーディオ目的だ

けでなく大容量メモリとして用いるというコンセンサスのもと，ＣやＩ

が主導して昭和５５年頃に開始したものであり，原告が独自にＣＤ－Ｒ

ＯＭの開発をスタートさせたものではない。また，原告は，Ｃの指示に

より，フィリップス社による，セクタ内でエラー訂正を完結させるとい10 

うエラー訂正方法の提案に対する被告側の案を検討したにすぎず，エラ

ー訂正方法を含むＣＤ－ＲＯＭ規格化について被告とフィリップス社と

の間で行われた交渉に際し，何らかの貢献をした事実はない。 

  ＣＤ－ＲＯＭ用に開発されたエラー訂正技術は，既にＣＤ－ＤＡ規格

において用いられていたＣＩＲＣを基礎としており，それに対して一部15 

改良を加えた技術にすぎない。 

  また，本件特許１－５の権利化について，米国における一部継続出願

や再発行を含む出願に関するやりとりは，もっぱら当時の被告の特許部

の担当者と米国代理人との間でされており，原告がこれに関与したこと

はない。 20 

  さらに，ＣＤ－ＲＯＭディスク製造工場の設立や製造委託先の確保と

いったＣＤ－ＲＯＭ規格の事業化，マーケティングやプロモーションと

いった規格の普及に向けた活動も被告の主導と経済的出捐によって行わ

れ，原告の貢献は一切存在しない。 

  したがって，本件特許１－５に対する被告の貢献割合は９９．９９％25 

である。 
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ウ 本件特許２－１ 

  原告が，本件特許２－１の基礎となる出願について，特許出願を担当す

る弁理士との打合せに出席した事実や拒絶理由通知に対する補正や分割等

について関与した事実はいずれも認められない。 

  また被告は，ＤＶＤ規格の普及のためにマーケティングやプロモーショ5 

ンを労力及び費用をかけて行い，新たな市場を創造したのであり，この点

に原告の貢献は存在しない。 

  したがって，本件特許２－１に対する被告の貢献割合は９９．９９％で

ある。 

⑷ 争点⑷（共同発明者間における原告の貢献度）について 10 

（原告の主張） 

ア 原告主張職務発明１ 

  原告は，原告主張職務発明１の着想から完成までを一人で行っており，

他の共同発明者がこれに関与したことはない。他の共同発明者は，原告

主張職務発明１をＣＤ－ＲＯＭ規格に採用するためのフィリップス社と15 

の事務的な折衝において，その職責を果たしたにすぎない。   

  したがって，共同発明者間における原告の寄与度は５０％を下回るこ

とはない。 

イ 原告主張職務発明２ 

  原告主張職務発明２の発明は，実質的には原告とＥの２名で創作した20 

ものであり，Ｆはほとんど創作に関与していない。原告は，映像用のみ

ならずコンピュータ用途にも最適化した記録用ディスク及びレコーダー

を見据えたフォーマットを開発・策定するという戦略を計画し，発明の

根幹となる着想を行ったのもいずれも原告であり，原告が創作を積極的

に主導した。 25 

  したがって，共同発明者間における原告の寄与度は５０％を下回るこ
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とはない。 

（被告の主張） 

ア 本件特許１－５ 

  本件特許１－５に係る発明の創作に対して原告が貢献した事実は客観

的に示されていないから，共同発明者間における原告の寄与度は２５％5 

を上回ることはない。 

イ 本件特許２−１ 

  仮に原告が発明者と認められるとしても，本件特許２－１に関連した

発明報告書のうち，本件特許２－１に係る発明の基礎となった報告書で

ある本件発明報告書１，３に発明者として記載されているのはＥであり，10 

共同発明者間における原告の寄与度はＥに比べるとわずかであって，

５％を上回ることはない。 

⑸ 争点⑸（相当対価の額）について 

（原告の主張） 

  相当対価の金額については，発明が実施された製品種別ごとに行われ，次15 

の計算式に基づいて算定されるべきである。 

  （実施製品の販売数量）×（数量の補正割合）×（ライセンス料率）×

（ライセンス料総額に対する被告所有特許の貢献割合〔被告の配分率〕）×

（原告ら発明者の原告主張職務発明１及び２に対する貢献度）×（共同発明

者間における原告の貢献度）×（被告の得た利益に対する発明の貢献割合） 20 

  製品種別ごとの実施の有無，補正割合，ライセンス料率，被告の配分率，

原告ら発明者の発明に対する貢献度及び共同発明者間における原告の貢献度

は，それぞれ別紙原告計算書の該当欄のとおりであり，相当対価の額は３０

９億０６２４万４８１７円（同計算書「原告主張職務発明１及び２における

原告の相当対価請求の額」欄の「相当対価額の合計」）となる。 25 

  そして，最終的に０．９の補正率を乗じると，原告主張職務発明１及び２
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の相当対価の額は２７８億１５６２万０３３５円（同欄「補正後の相当対価

総額」に記載）となり，同金額を下回ることはない。 

（被告の主張） 

ア 本件特許１－５ 

  相当対価の額は，以下の計算式に従って算出される。 5 

  ライセンス料の合計額×０．９●省略●×１／３（ライセンス料に占

める特許使用料分）×（１／特許の数）×０．０００１（被告の貢献度）

×０．２５（共同発明者貢献度） 

  上記計算式に従い，上記 のライセンス料から相当対価の額を算

出すると，以下のとおり，●省略●を上回らない。 10 

(ｱ) 平成５年ないし平成１４年 

  ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ    ●省略●（特許の数は２５６１件） 

  ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｒｉｖｅ   ●省略●（特許の数は２６２９件） 

  ＣＤ－Ｒ Ｄｉｓｃ      ●省略●（特許の数は２５８８件） 

  ＣＤ－Ｒ Ｄｒｉｖｅ     ●省略●（特許の数は２６４２件） 15 

  ＣＤ－ＲＷ Ｄｒｉｖｅ    ●省略●（特許の数は２６４２件） 

  ＣＤ－ＲＷ Ｄｉｓｃ     ●省略●（特許の数は２６３０件） 

  Ｖｉｄｅｏ ＣＤ Ｄｉｓｃ  ●省略●（特許の数は２６２２件） 

  Ｖｉｄｅｏ ＣＤ Ｐｌａｙｅｒ●省略●（特許の数は２６９９件） 

(ｲ) 平成１５年ないし平成１７年 20 

 ＣＤ－ＲＯＭドライブ     ●省略●（特許の数は１０４件） 

 ＣＤ－Ｒ Ｄｒｉｖｅ 

ＣＤ－ＲＷ Ｄｒｉｖｅ    ●省略●（特許の数は１４６件）

  

イ 本件特許２－１ 25 

  相当対価の額は，以下の計算式に従って算出される。 
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  ライセンス料の合計額×０．９●省略●×１／３（ライセンス料に占

める特許使用料分）×（１／特許の数）×０．０００１（被告の貢献度）

×０．０５（共同発明者貢献度） 

  上記計算式に従い，上記 のライセンス料から相当対価の額を算

出すると，以下のとおり，●省略●となる。 5 

(ｱ) ジョイントライセンス分 

ａ ＤＶＤ ＲＯＭ        ●省略●（特許の数は６８件） 

ｂ ＤＶＤ ＶＩＤＥＯ       ●省略●（特許の数は２２０件） 

ｃ ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥ 

(a) ディスク          ●省略●（特許の数は１４７件） 10 

(b) ドライブ          ●省略●（特許の数は２３８件） 

(ｲ) Ｏｎｅ Ｂｌｕｅライセンスプログラムに係る分 

ａ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ    ●省略●（特許の数は１５６０件） 

ｂ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ Ｄｒｉｖｅ●省略●（特許の数は７６６

件） 15 

(ｳ) Ｏｎｅ Ｒｅｄライセンスプログラムに係る分 

ａ ＤＶＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ    ●省略●（特許の数は６８件） 

ｂ ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｃ  ●省略●（特許の数は２２０件） 

⑹ 争点⑹（相当対価支払請求権の消滅時効の成否）について 

（被告の主張） 20 

ア 本件特許１－１ないし１－５ 

  原告が被告に対し本件特許１－１ないし１－５に係る発明について，

その特許を受ける権利を譲渡した昭和５９年３月２３日当時の被告発明

考案規定５条１項及び２項には，●省略●が規定されていた。このよう

な場合における特別表彰の支払時期，すなわち消滅時効の起算点は，特25 

許権が設定登録された時点と発明が実施又は実施許諾された時点のうち，
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いずれか遅い時点となる。 

(ｱ) 本件特許１－１が設定登録されたのは平成７年１０月２５日であり，

被告は，遅くとも平成２年頃までには本件特許１－１に係る発明を実

施するＣＤ－Ｒ記録ドライブの製造販売を開始したから，本件特許１

－１に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は平成７年１０月5 

２５日であり，当該請求権の消滅時効は，平成１７年１０月２５日に

完成した。 

(ｲ) 本件特許１－２が設定登録されたのは平成８年８月２３日であり，被

告は，遅くとも平成２年頃までには本件特許１－２に係る発明を実施

するＣＤ－Ｒ記録ドライブの製造販売を開始したから，本件特許１－10 

２に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は平成８年８月２３

日であり，当該請求権の消滅時効は，平成１８年８月２３日に完成し

た。 

(ｳ) 本件特許１－３は，同特許の再発行特許である本件特許１－４の登

録により失効しているため，本件発明１－３については，そもそも相15 

当対価請支払求権は存在しない。 

  仮に相当対価支払請求権が存在するとしても，本件特許１－３が設

定登録されたのは昭和６２年７月１４日であり，被告は遅くとも平成

２年頃までには本件特許１－３に係る発明を実施するＣＤ－Ｒ記録ド

ライブの製造販売を開始した。また，被告は，平成２年５月，原告の20 

請求に基づき，上記発明に係る特許を受ける権利の譲渡について，譲

渡対価として●省略●を支払った。 

  したがって，本件特許１－３に係る相当対価支払請求権の消滅時効

の起算点は平成２年５月であり，当該請求権の消滅時効は，平成１２

年５月に完成した。 25 

(ｴ) 本件特許１－４が設定登録されたのは，平成２年１１月１７日であ
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り，被告は遅くとも昭和６１年頃までには本件特許１－４の請求項７

及び２１記載の発明を実施するＣＤ－ＲＯＭドライブの製造販売を開

始し，平成２年頃までに本件特許１－４の請求項１及び１２記載の発

明を実施するＣＤ－Ｒ記録ドライブの製造販売を開始したから，本件

特許１－４に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は平成２年5 

１１月１７日であり，当該請求権の消滅時効は，平成１２年１１月１

７日に完成した。なお，本件特許１－５に係る相当対価支払請求権に

対する支払は，本件特許１－４に係る相当対価支払請求権の消滅時効

の完成に影響しない。 

(ｵ) 本件特許１－５が設定登録されたのは平成３年３月５日であり，被10 

告は遅くとも昭和６１年頃までに本件特許１－５の請求項７記載の発

明を実施するＣＤ－ＲＯＭドライブの製造販売を開始し，平成２年頃

までに本件特許１－５の請求項１及び５記載の発明を実施するＣＤ－

Ｒ記録ドライブの製造販売を開始したから，本件特許１－５に係る相

当対価支払請求権の消滅時効の起算点は平成３年３月５日であり，当15 

該請求権の消滅時効は，平成１３年３月５日に完成した。 

  なお，被告は，消滅時効完成後の平成１８年１２月に，原告の請求

に基づき，本件特許１－５に係る発明の特許を受ける権利の譲渡対価

として●省略●を支払った（平成１８年支払）。しかし，平成１８年支

払は，本件特許１－５に係る発明のうち「３ｒｄレイヤＥＣＣ」に係20 

る発明である本件特許１－５の請求項７記載の発明の対価ではなく，

「２プレーンデータ構造」に係る発明である請求項１及び５記載の発

明の対価であるため，請求項７記載の発明の相当対価支払請求権との

関係では，時効完成後の債務の承認には該当しない。 

  また，この●省略●の支払がされた当時の被告発明考案規定（平成25 

１７年４月１日施行。乙３７）では，平成９年以降に実施等に関する
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褒賞の対象となった発明は，５年後に実施等に関する褒賞の審査を再

度受けることができる旨規定されており，当該規定に基づく実施等に

関する褒賞は，その対象を当該褒賞時までに区切った上で，それまで

の貢献に対して支払われるものであった。したがって，平成１８年支

払は，支払の前年末日である平成１７年１２月３１日までの貢献分に5 

対するものであり，平成１８年１月１日以降に得られた利益に関する

相当対価支払請求権に係る債務の承認とはならない。また，平成１８

年支払は，本件特許１－５に係る発明のうち「２プレーンデータ構造」

に係る請求項１及び５記載の発明の対価であり，「３ｒｄレイヤＥＣＣ」

に係る請求項７記載の発明の対価支払請求権との関係では，債務の承10 

認とはならない。 

  そして，被告は，平成１７年１２月３１日までの貢献として十分な

金額であると認識して●省略●を支払っており，当該額が旧法３５条

４項でいう相当な対価として足りないとの認識を有していなかったか

ら，これは一部弁済には当たらず，平成１７年１２月３１日までの利15 

益に基づく相当対価支払請求権についての債務の承認とはならない。 

  したがって，被告は，本件発明１－５に係る相当対価支払請求権に

つき，時効援用権を喪失していない。 

イ 本件特許２－１，２－２ 

(ｱ) 本件特許２－１が設定登録されたのは平成１０年９月８日であると20 

ころ，当時施行されていた被告発明考案規定第６条では，●省略●が

規定されていたから（乙４０），本件特許２－１，２－２に関しても，

相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は特許権が設定登録された時

点と発明が実施又は実施許諾された時点のうち，いずれか遅い時点と

なる。 25 

  被告は，遅くとも平成９年頃までには，本件特許２－１の請求項１
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ないし７記載の発明を実施するＤＶＤ－ＲＡＭディスク又は同記録装

置の製造販売を開始したから，本件特許２－１に係る相当対価支払請

求権の消滅時効の起算点は，特許登録日である平成１０年９月８日で

あり，当該請求権の消滅時効は平成２０年９月８日に完成している。 

  なお，被告は平成１６年１２月に，原告の請求に応じ，本件特許２5 

－１に係る特許を受ける権利の譲渡対価として●省略●を支払った

（平成１６年支払）。しかし，平成１６年支払がされた当時の被告発明

考案規定（平成１６年４月１日改正。乙３２）では，前記ア(ｵ)と同様，

５年後に実施等に関する褒賞の審査を再度受けることができる旨規定

されており，当該規定に基づく実施等に関する褒賞は，その対象を当10 

該褒賞時までに区切った上で，それまでの貢献に対して支払われるも

のであった。したがって，平成１６年支払は，支払の前年末日である

平成１５年１２月３１日までの貢献分に対するものであり，平成１６

年１月１日以降に得られた利益に関する相当対価支払請求権の債務の

承認とはならない。 15 

  そして，被告は，平成１５年１２月３１日までの貢献として十分な

金額であると認識して平成１８年支払である●省略●を支払っており，

当該額が特許法３５条４項でいう相当な対価として足りないとの認識

を有していなかったから，これは一部弁済には当たらず，平成１５年

１２月３１日までの利益に基づく相当対価支払請求権についての債務20 

の承認とはならない。 

  したがって，本件特許２－１に係る相当対価支払請求権についての

消滅時効は中断していない。 

 本件特許２－２が設定登録されたのは平成１１年１０月１２日であ

るところ，平成１０年９月９日に改正された被告の発明考案規定（乙25 

３０）の第５条では，●省略●とされた。そして，報奨金の支払時期
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が「●省略●」という抽象的な基準によって左右されることは相当で

ないから，上記改正後の発明考案規定による実施報奨金の支払時期は，

被告において実施報奨金を支払う可能性が生じた時点，すなわち，特

許権の設定登録時と解するべきである。 

  したがって，本件特許２－２に係る相当対価支払請求権の消滅時効5 

の起算点は，特許登録の日である平成１１年１０月１２日であり，当

該請求権の消滅時効は平成２０年１０月１２日に完成した。 

（原告の主張） 

ア 時効の起算点 

  被告発明考案規定においては，１つの職務発明から複数の出願がされた10 

場合，全ての出願特許を「ファミリー」として取り扱い，従業員は，「フ

ァミリー」を構成する最後の特許が消滅するまでの間，職務発明の対価

を請求することが可能であったから，相当対価支払請求権の消滅時効の

起算日は，支給される補償金額が確定する，「ファミリー」の構成特許の

うち最終の特許権が消滅する日と解すべきである。 15 

  原告主張職務発明１は，本件特許１－１ないし１－５及びその他少なく

とも１９か国で登録された特許権から構成される「ファミリー」である

から，原告主張職務発明１に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算

日は，同発明の構成特許のうちカナダ特許（ＣＡ１２５５７７１）の権

利消滅日である平成２８年６月１３日である。 20 

  また，被告の発明考案規定に定められている支払期限は，実施報奨金の

最終支払時期と解すべきであるから，原告主張職務発明１については，

平成１８年支払がされた平成１８年１２月が，原告主張職務発明２につ

いては，平成１６年支払がされた平成１６年１２月が，それぞれの消滅

時効の起算点となる。 25 

イ 承認の有無 
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  仮に原告主張職務発明１及び２に係る相当対価支払請求権が時効消滅し

ているとしても，被告は，原告主張職務発明１の「ファミリー」に対す

る実施報奨として平成１８年１２月に●省略●を支払い（平成１８年支

払），原告主張職務発明２の「ファミリー」に対する実施報奨として平成

１６年１２月に●省略●を支払っており（平成１６年支払），各「ファミ5 

リー」に係る相当対価支払請求権に係る債務全体を承認したから，被告

は時効援用権を喪失した。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点⑹（相当対価支払請求権の消滅時効の成否）について  

⑴ 勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承10 

継させた従業者等は，旧法３５条４項の規定に従って定められる対価の支

払を求めることができる。原告が，本件発明の対価として，被告から少な

くとも●省略●の支払を受けたことは当事者間に争いがないが（前記前提

事実⑹），その支払を受けた額が旧法３５条４項の規定に従って定められる

対価の額に満たないときは，原告は，被告に対し，その不足する額に相当15 

する対価の支払を求めることができる。 

もっとも，被告は，仮に原告が何らかの相当対価支払請求権を有してい

たとしても，既に時効により消滅したと主張するので，まず，争点⑹（消

滅時効の抗弁の成否）を判断する。 

 勤務規則等の定めに基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者20 

に承継させた従業者は，使用者に対して相当の対価支払請求権を取得する

のであり，同請求権についての消滅時効の起算点は，特許を受ける権利の

承継時であるのが原則である。もっとも，勤務規則等に使用者が従業者に

対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，当該所定の

支払時期までは権利行使について法律上の障害があるといえ，その支払時25 

期が消滅時効の起算点となると解される（最高裁平成１５年４月２２日第
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三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。 

 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，被告発明考案規定には次の定めが

ある。 

ア 昭和５５年５月１日施行のもの（乙４） 

(ｱ) ●省略●（２項）。 5 

(ｲ) ●省略●（３項）。 

(ｳ) ●省略●（４項）。 

(ｴ) ●省略●（５項⑴ないし⑶）。 

イ 昭和６１年５月１日施行のもの（乙３８） 

(ｱ) 上記ア(ｱ)及び(ｲ)と同趣旨の規定（２項及び３項）。 10 

(ｲ) 発明につきその登録出願がされた場合には当該発明者を表彰すること

とする（４項）。 

(ｳ) 上記ア(ｴ)と同趣旨の規定（５項）。 

ウ 平成３年４月３日頃改正のもの（乙３９） 

(ｱ) 上記イ(ｱ)及び(ｲ)と同趣旨の規定（２項ないし４項）。 15 

(ｲ) 上記イ(ｳ)と同趣旨の規定。ただし，表彰の等級は１級ないし４級の

区分により行うこと（５項）。 

エ 平成４年１２月改正のもの（乙２７） 

(ｱ) 上記イ(ｱ)と同趣旨の規定（２項及び３項）。 

(ｲ) ●省略●（４項）。 20 

(ｳ) 上記ウ(ｲ)と同趣旨の規定（５項⑴，⑵）。 

オ 平成９年５月改正のもの（乙４０） 

(ｱ) 上記エ(ｱ)と同趣旨の規定（３条１号）。 

(ｲ) ●省略●（４条）。 

(ｳ) 上記エ(ｲ)と同趣旨の規定（５条）。 25 

(ｴ) 工業所有権の登録を受けた発明の実施又は実施許諾によって特に顕著
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な功績が挙がった場合には，被告の内規に従いこれを審査の上，経営会

議の決定により当該発明をした従業員を特別に表彰すること（６条１

項），特別表彰に当たっては特級，１級ないし５級の区分により褒賞金

を支給するが，特級区分の表彰にあってはその功績が継続する限り５年

間継続して同額の褒賞金を支給する（工業所有権が消滅した場合はこの5 

限りでない。）こと（同条２項），平成９年以降に特別表彰を受けた従業

員は，５年後に同じ発明での特別表彰の審査を再度受けることができる

こと（同条４項）。 

カ 平成１０年９月，平成１３年４月，平成１６年４月各改正のもの（乙３

０，３２，４２） 10 

(ｱ) 上記オ(ｱ)ないし(ｳ)と同趣旨の規定（２条１号，３条，４条）。 

(ｲ) ●省略●平成９年以降に特別表彰を受けた従業員は，５年後に同じ発

明での特別表彰の審査を再度受けることができること（５条）。 

キ 平成１７年４月改正（乙４８），同年１１月改正・同年４月施行のもの

（乙３７，５０） 15 

(ｱ) 上記カ(ｱ)と同趣旨の規定（２条ないし４条）。 

(ｲ) ●省略●（５条）。 

⑷ 消滅時効の起算点 

ア 

（本件特許１－１ないし１－５につき昭和５９年３月２３日，本件特許20 

２－１及び２－２につき平成７年５月頃，前記前提事実⑶）から本件発

明につき最初に実施報奨金が支払われた時期（本件特許１－１ないし１

－５につき平成２年５月，本件特許２－１及び２－２につき平成１６年

１２月１７日頃，前記前提事実⑹）までの間に適用される被告発明考案

規定において，●省略●であることが定められていた。そして，発明の25 

実施等がされた場合の報奨金である実施報奨金については，登録を受け
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た発明の実施等により顕著な功績が挙がった場合に●省略●（昭和５５

年５月１日施行のものから平成４年１２月改正のものまで。前記⑶アな

いしエ），登録を受けた発明の実施等によって特に顕著な功績が挙がった

場合に経営会議の決定により支給されること（平成９年５月改正のもの。

同オ），登録を受けた発明の実施等により顕著な貢献が認められる場合に5 

●省略●（平成１０年９月改正のものから平成１７年１１月改正のもの。

同カ及びキ）が定められていた。 

  上記の被告発明考案規定によれば，被告においては，実施報奨金の支

払時期は，登録を受けた発明について，発明の実施によって顕著な功績，

貢献があったと判断することが可能となった時点であることが定められ10 

ていたといえ，これは，すなわち，実施報奨金の支払時期について，特

許権の設定登録時点と当該発明の実施等がされた時点の，いずれか遅い

時点であると定められていたと解するのが相当である。そうすると，実

施報奨金に係る相当対価支払請求権の消滅時効は，その支払時期である，

特許権の設定登録時点と当該発明の実施等がされた時点の，いずれか遅15 

い時点から進行すると解するのが相当である。 

イ これに対し，原告は，特許権が消滅するまで支給される実施報奨金の

額が確定し得ないとして，「ファミリー」を構成する特許権のうち最終の

権利消滅時が相当対価支払請求権の消滅時効の起算点であると主張する。 

  しかしながら，前記⑵で述べたとおり，従業員等が職務発明について20 

特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合に取得する相当対価支払

請求権はその承継の時に発生し，勤務規則等にその対価の支払時期に関

する定めがあるときには，その支払時期が消滅時効の起算点となる。そ

して，被告発明考案規定における相当の対価支払請求権の支払時期は前

記アのとおり解される。被告発明考案規定において，相当対価支払請求25 

権の（最終の）支払時期について，これを特許権の消滅時期とする旨の
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定めはないし，実施報奨金の支払において功績等が考慮されるとしても，

特許権の消滅時期までの実績に基づいて支払がされることが定められて

いるわけではなく，実施報奨金の支払の規定があることをもって，被告

発明考案規定に当該発明に関する特許権の消滅時期が相当対価支払請求

権の（最終の）支払時期であるとする趣旨の定めがあると解することも5 

できない。また，後記⑸イ のとおり，被告においては，「ファミリー」

を単位として報奨金の評価がされていた時期はあるものの，そのことを

もって相当対価支払請求権について前記アで述べた時点から行使するこ

とはできなかった法律上の障害があったとは認められず，そのような評

価の事実が支払時期についての前記アの判断を左右するものとはいえな10 

い。原告の上記主張は採用することはできない。 

ウ 以上を前提として，本件発明についての相当対価支払請求権の消滅時

効の起算点を検討する。 

(ｱ) 本件特許１－１ 

  本件特許１－１が設定登録されたのは平成７年１０月２５日である15 

ことは当事者間に争いがない。本件特許１－１に係る発明は，同日よ

り前に販売等されていたＣＤ－Ｒ記録ドライブで実施等されていたこ

とがうかがわれ，同日以降に初めて本件特許１－１に係る発明の実施

等がされたと認めるに足りる証拠はなく，本件特許１－１に係る相当

対価支払請求権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 20 

(ｲ) 本件特許１－２ 

  本件特許１－２が設定登録されたのは平成８年８月２３日であるこ

とは当事者間に争いがない。本件特許１－２に係る発明は，同日より

前に販売等されていたＣＤ－Ｒ記録ドライブで実施等されていたこと

がうかがわれ，同日以降に同発明の実施又は実施許諾がされたと認め25 

るに足りる証拠はないから，本件特許１－２に係る相当対価支払請求
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権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 

(ｳ) 本件特許１－３ 

  本件特許１－３が設定登録されたのは昭和６２年７月１４日である

ことは当事者間に争いがなく，同日以降に同発明の実施又は実施許諾

がされたと認めるに足りる証拠はないから，本件特許１－３に係る相5 

当対価支払請求権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 

  また，証拠（乙９）によれば，被告は，平成２年５月，原告に対し，

本件特許１－３に係る発明の実施報奨金として●省略●を支払ったと

認められるから，本件特許１－３に係る相当対価支払請求権の消滅時

効は中断し，同日から再び進行を開始した。 10 

(ｴ) 本件特許１－４ 

  本件特許１－４が設定登録されたのは平成２年１１月２７日である

ことは当事者間に争いがない。本件特許１－４に係る発明は，同日よ

り前に販売等されていたＣＤ－ＲＯＭドライブで実施等されていたこ

とがうかがわれ，同日以降に同発明の実施又は実施許諾がされたと認15 

めるに足りる証拠はないから，本件特許１－４に係る相当対価支払請

求権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 

(ｵ) 本件特許１－５ 

  本件特許１－５が設定登録されたのは平成３年３月５日であること

は当事者間に争いがない。本件特許１－５に係る発明は，同日より前20 

に販売等されていたＣＤ－ＲＯＭドライブで実施されていたことがう

かがわれ，同日以降に同発明の実施又は実施許諾がされたと認めるに

足りる証拠はないから，本件特許１－５に係る相当対価支払請求権の

消滅時効は，同日から進行したと解される。 

(ｶ) 本件特許２－１ 25 

  本件特許２－１が設定登録されたのは平成１０年９月８日であるこ
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とは当事者間に争いがない。本件特許２－１に係る発明は，同日より

前に販売等されていたＤＶＤ－ＲＡＭディスクで実施等されていたこ

とがうかがわれ，同日以降に同発明の実施又は実施許諾がされたと認

めるに足りる証拠はないから，本件特許２－１に係る相当対価支払請

求権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 5 

(ｷ) 本件特許２－２ 

  本件特許２－２が設定登録されたのは平成１１年１０月１２日であ

ることは当事者間に争いがなく，同日以降に同発明の実施又は実施許

諾がされたと認めるに足りる証拠はないから，本件特許２－２に係る

相当対価支払請求権の消滅時効は，同日から進行したと解される。 10 

⑸ 債務の承認等の有無 

ア 前記前提事実⑹のとおり，被告は，原告に対し，平成１６年１２月１

７日に実施報奨金として●省略●を支払い（平成１６年支払），平成１８

年１２月１８日に実施報奨金として●省略●を支払った（平成１８年支

払）。 15 

平成１６年支払について，原告は，本件特許２－１，２－２を含む原

告主張職務発明２に係る実施報奨金の支払であると主張するのに対して，

被告は，これは本件特許２－１に係る実施報奨金の支払であると主張す

る。 

また，平成１８年支払について，原告は，本件特許１－１ないし１－20 

５を含む原告主張職務発明１に係る実施報奨金の支払であると主張する

のに対して，被告は，これは本件特許１－５に係る実施報奨金の支払で

あり，本件特許１－１ないし１－４に係る実施報奨金の支払ではないと

主張する。 

イ 掲記の証拠によれば，以下の各事実を認めることができる。 25 

(ｱ) 本件特許１－１ないし１－５と平成１８年支払等 
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ａ 被告は，平成２年５月，原告に対し，「代表案件」を本件特許１－

３とし，「代表等級」を●省略●として，報奨金として●省略●を支

払った（乙９）。 

ｂ 原告は，平成１８年７月２７日頃，被告に対し，実施報奨金の支

給を求める推薦書を提出した。原告は，同推薦に際し，「推薦の事由5 

（ＵＳ４９９８２５２（判決注：本件特許１－５）」と題する書面を

作成して推薦書に添付し，その中で「本特許ＵＳ４９９８２５２

（２プレーンデータ構造，エンコーダ，デコーダ）」，「関連特許① 

ＵＳ４６８０７６４（判決注：本件特許１－３）●省略●３ｒｄレ

イヤＥＣＣ）」，「〃② 特公平６－８７３４８（判決注：本件特許１10 

－１）（３ｒｄレイヤＥＣＣ）」「〃③ 特公平７－１０１５４３（判

決注：本件特許１－２）（２プレーンデータ構造）」，「関連特許①は

ＣＤ－ＲＯＭ立上がり初期の時に●省略●を受賞（ただし低位の●

省略●）」，「対応の日本が関連発明②＆③であったため共に●省略●

とされたが①の claim は②のみ。本特許は②と全く別発明の③の内15 

容を権利取得。」，「本特許は①と明らかに異なる内容の特許であり，

１００％新規報奨に値すると思われる。・・・上記の理由により本特

許ＵＳ４９９８２５２をあらためて２００６年発明・考案実施等報

奨に推薦するものであり，推薦者としては特級の価値ありと確信す

るものである。」と記載した（乙１１，２１０）。 20 

ｃ 被告が，平成１８年１１月１０日付けで作成した「２００６年発

明・考案実施報奨受賞者一覧表」と題する書面と書面には●省略●

の欄があり，そこには複数の氏名やそれらの者に対して支払われる

報奨金の額等の記載があることがうかがわれるところ，原告の氏名

と共に「海外特許（ＵＳ）第４９９８２５２号（判決注：特許１－25 

５）」，「ディジタルデータ伝送方法」について，原告に対する報奨金
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が●省略●である旨の記載がある（乙１０の２）。 

ｄ 本件特許１－５は２プレーンデータ構造（後記４ 照）に

係る請求項を有する。これに対し，本件特許１－１及び１－３には

２プレーンデータ構造（後記４ ）に係る請求項が存在し

ない。また，本件特許１－２は，本件特許１－５にある復号化に係5 

る請求項が存在しないほか，誤り訂正符号についても本件特許１－

５とは違いリード・ソロモン符号に限定していない。 

(ｲ) 本件特許２－１，２－２と平成１６年支払等 

a 被告が，平成１６年１１月３日付けで作成した「２００４年度発

明・考案実施褒賞受賞者一覧表」と題する書面には●省略●の欄が10 

あり，そこには複数の氏名やそれらの者に対して支払われる報奨金

の額等の記載があることがうかがわれるところ，その中に，原告の

氏名と共に「海外特許（ＵＳ）第５８０５５６４号（判決注：本件

特許２－１）」，「データ記録ディスク」につき原告に対する「褒賞金」

が●省略●である旨の記載がある（乙３１の２）。 15 

b 本件特許２－１に係る出願は，平成８年５月にされ，本件特許２－

２に係る出願は，本件特許２－１に係る出願から分割されて平成９

年４月にされたものである。本件特許２－１，２－２に係る発明の

内容は別紙特許目録の該当欄記載のとおりであり，本件特許２－２

に係る発明は，①第１のデータを記録するときに線速度一定で記録20 

すること，②第２のデータを記録するときに回転角速度一定で記録

すること，③線速度一定で記録する場合と回転角速度一定で記録す

る場合とでセクタのフォーマットを同一にすることという，本件特

許２－１に係る発明にはない構成を定めている。 

(ｳ) 被告の知的財産部における取扱いについて 25 

ａ 特許の出願には，第１国出願を優先権の基礎として行われた第２
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国出願，当該第１国出願から分割された分割出願，第２国出願から

行われた継続出願（米国特許法における制度），一部継続出願（米国

特許法における制度 a 参照）等の様々な形態がある

ところ，被告の知的財産部（特許部）は，平成１０年７月２１日，

様々な形態の出願に対応するため，●省略●などというルールが定5 

められた。また，その内規に掲げられた図には，●省略● 

ｂ 被告の知的財産部は，●省略●もっとも，●省略● 

ｃ 被告は，平成２０年７月頃，実施報奨の評価方法を改定し，●省

略● 

ウ  前記イ に照らせば，平成１６年支払及び平成１８年支払がされた10 

平成１６年１２月及び平成１８年１２月当時，実施報奨金支給の可否

を判断する被告の知的財産部においては，●省略● 

この取扱いからすると，●省略●が適用されていた平成１０年７月

２１日から平成２０年７月頃までにおける被告の実施報奨金の支払は，

特別の事情がない限り，当該対象特許のみならず，請求項単位で比較15 

した場合に同特許と同一と判断される特許に係る報奨金の支払を含む

ものと解するのが相当であり，この同一と判断される特許の相当対価

支払請求権に係る債務に対する承認にも当たると解することが相当で

ある。 

 平成１８年支払について 20 

原告は，平成２年５月に本件特許１－３につき実施報奨金●省略●

の支払を受けたが，平成１８年７月２７日頃，被告に対し，本件特許

１－５が本件特許１－３と同一性を欠く特許であることを理由として

本件特許１－５につき改めて実施報奨金の支給を求め，被告は，同推

薦を審査の上，●省略●の報奨金を支払った（前記イ ，平成１８年25 

支払） 
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支給を求めるために原告が挙げた理由 ，実施報酬を受

けた者の一覧表における記載 に照らしても，被告は，

原告の求めを受けて，本件特許１－５が報奨済みであった本件特許１

－３とは異なる特許であると評価し，本件特許１－５に係る実施報奨

金を支払ったと認められ，平成１８年支払は，本件特許１－５に係る5 

相当対価支払請求権に係る債務の支払に当たるといえる。 

平成１８年支払が本件特許１－１ないし１－４に係る相当対価支払

請求権に係る債務の承認に当たるか否かを検討すると，相当対価支払

請求権は特許ごとに発生するといえるところ，被告においては，●省

略●（前記イ ｃ），それより前に同様の取扱いが定められていたこと10 

を認めるには足りない（後記エの①，②に関する説示参照）。そして，

本件特許１－５が請求項単位で本件特許１－１ないし１－４と同一と

いえないだけでなく（前記イ(ｱ)ｄ），平成１８年支払に当たっては，

原告は本件特許１－５が本件特許１－３と違うことを述べた上で本件

特許１－５に係る実施報奨金の支払を求めていたという事情があるの15 

であり，相当対価支払請求権は特許ごとに発生するといえることも踏

まえると，平成１８年支払が本件特許１－１ないし１－４に係る相当

対価支払請求権に係る債務の支払であるとは認められない。 

 平成１６年支払について 

平成１６年支払について，相当対価支払請求権は特許ごとに発生す20 

るところ，実施報酬を受けた者の一覧表における記載に照らし，被告

は，原告の求めを受けて，本件特許２－１に係る実施報奨金を支払っ

たと一応認められる一方，平成１６年支払が本件特許２－２に係る実

施報奨金の支払でもあることを認めるに足りる証拠はない。被告にお

いては，●省略●（前記イ ｃ），それより前に同様の取扱いが定めら25 

れていたことを認めるには足りない。また，平成１６年当時，被告の
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実施報奨金の支払は，特別の事情がない限り，当該対象特許のみなら

ず，請求項単位で比較した場合に同特許と同一と判断される特許に係

る報奨金の支払を含むものと解するのが相当であるが，本件特許２－

１と本件特許２－２の請求項を比較すると，本件特許２－２は，①第

１のデータを記録するときに線速度一定で記録すること，②第２のデ5 

ータを記録するときに回転角速度一定で記録すること，③線速度一定

で記録する場合と回転角速度一定で記録する場合とでセクタのフォー

マットを同一にすることという，本件特許２－１の請求項にない事項

について定めているのであって，請求項単位で比較した場合に本件特

許２－１と本件特許２－２が同一と判断されるものとはいえず，その10 

他，本件において，平成１６年支払が本件特許２－２に係る実施報奨

金の支払であることをうかがわせる事情もない。 

  そうすると，平成１６年支払は，本件特許２－１に係る相当対価支

払請求権に係る債務の支払であり，同債務の「承認」（民法１４７条３

号）に当たるが，本件特許２－２に係る相当対価支払請求権に係る債15 

務の支払ではなく，同債務の「承認」にはならない。 

エ これに対し，原告は，①被告の「実施報奨推薦マニュアル」（甲１３９）

には●省略●との記載があること，②被告が●省略●と主張する期間の

被告発明考案規定には「当該発明と同一発明に関わる他の国の工業所有

権の登録の有無に拘わらず，これら他の国の工業所有権の貢献を加算し20 

て」実施報奨金を支給する旨の規定が存在すること，③被告は平成２６

年１２月１１日付け及び平成２７年１月２０日付けの内容証明郵便（甲

１２２，１２３）において「ファミリーごとに評価して，報奨金を支払

う」と説明していることを挙げ，●省略●被告は「ファミリー」単位で

実施報奨金を支給していたと主張し，平成１８年支払は，同一ファミリ25 

ーに属する本件特許１－１ないし１－５に係る報奨金であり，平成１６
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年支払は，本件特許２－１，２－２に係る報奨金であると主張する。 

  しかしながら，上記①については，同推薦マニュアルは平成２３年以

降に作成されたものと認められ（甲１３９〔３頁〕），その頃には既に●

省略● ●省

略●の不存在を裏付けるとはいえない。 5 

  また上記②については，証拠（甲１２１，乙３０，３２，３７，４２，

４８）によれば，平成１０年から平成１７年までの被告発明考案規定５

条には原告が指摘する規定が存在したと認められるが，同規定は「当該

発明と同一発明に関わる他の国の工業所有権」につき同時に実施報奨金

を支払う旨定めている。●省略● 10 

  さらに上記③については，いずれも●省略●廃止後に被告が送付した

内容証明郵便における説明であり，当時は新しいルールに基づく取扱い

がされていて，その取扱いに従った説明がされたものといえるから，こ

れが直ちに●省略●の不存在を裏付けるとはいえない。なお，本件特許

１－１ないし１－４，２－２に係る相当対価支払請求権は後記⑹のとお15 

り，平成２１年１０月１２日までの間にいずれも消滅時効が完成したと

認められるところ，平成１８年支払後，平成２１年１０月１２日までの

間に，被告が，本件特許１－１ないし１－４，２－２に係る実施報奨金

について，それらの「特許ファミリー」に属する特許に係る実施報奨金

が既に支払われたことを理由として原告からの支払請求を拒むという原20 

告に不利益となる取扱いがされたことを認めるに足りる証拠はない。 

したがって，原告の指摘する上記各証拠は●省略●とする前記認定を

覆すに足りず，上記主張は採用できない。 

オ 被告は，平成１６年支払及び平成１８年支払につき，報奨金支払時点

までの貢献として十分な金額であると認識して支払ったものであり，債25 

務の一部承認には当たらないと主張する。 
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  しかしながら，上記各支払時点における被告の発明考案規定には，平

成９年以降に実施報奨の対象となった発明については，５年後に再審査

を受けることができる旨の記載が存在していて（乙３２・５条，乙３

７・５条３項），平成１６年支払及び平成１８年支払当時，被告は，実施

報奨金を支払ったとしても，少なくとも，その後の再審査によって更に5 

る実施報奨金の支給を要する場合があることを認識していたといえる。

そうすると，上記各支払に際し，被告が，当該支払額が旧法３５条４項

の規定に従って定められる額を満たすと認識していたとは認めることは

相当ではない。 

  また被告は，上記再審査に係る規定を根拠に，上記各支払は，前年末10 

までの貢献に対して支払われるものであり，同支払以降に得られた利益

に関する相当対価支払請求権に係る債務の承認とはならないと主張する。 

  しかしながら，上記再審査に係る規定を含めた被告の上記発明考案規

定には，再審査の規定も含め，報奨の対象を審査時点までの貢献に限る

旨の規定等，報奨の対象となる期間について定めた規定は存在しない。15 

上記再審査の規定は，発明の貢献が当初の予測を超えて著しく高まった

場合には評価の見直しを行うことを定めたものといえ（乙３３の１，２），

初回報奨後に得た利益等を勘案するなどの報奨の対象となる期間を定め

たものとは解することはできない。したがって，平成１８年支払は，そ

れ以前の利益に関する相当対価支払請求権に係る債務のみを承認したも20 

のと解することはできず，被告の主張は採用することができない。 

  更に，被告は，平成１８年支払は，本件特許１－５に係る発明のうち

「３ｒｄレイヤＥＣＣ」に係る発明である請求項７記載の発明の対価で

はなく，「２プレーンデータ構造」に係る発明である請求項１及び５記載

の発明についての対価であるため，請求項７記載の発明についての相当25 

対価支払請求権との関係では，時効完成後の債務の承認には該当しない
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と主張する。しかし，相当対価支払請求権は特許ごとに発生するもので

あり，消滅時効の成否も特許ごとに判断するのが相当であることに加え，

●省略●に鑑みても，平成１８年支払は本件特許１－５全体に係る相当

対価支払請求権に係る債務に対する弁済であると解するのが相当である。 

  したがって，被告の上記各主張もまた採用できない。 5 

⑹ 消滅時効の成否 

  これまで検討したところによれば，本件特許１－１に係る相当対価支払請

求権は平成１７年１０月２５日の経過により，本件特許１－２に係る同請求

権は平成１８年８月２３日の経過により，本件特許１－３に係る同請求権は

平成１２年５月の経過より，本件特許１－４に係る同請求権は平成１２年１10 

１月２７日の経過により，本件特許２－２に係る同請求権は平成２１年１０

月１２日の経過により，それぞれ消滅時効が完成したと認められる。 

  したがって，原告の本件特許１－１ないし１－４及び本件特許２－２に係

る相当対価の支払請求には，いずれも理由がない。 

一方，本件特許１－５に係る相当対価支払請求権は，平成１３年３月５日15 

の経過により消滅時効が完成したが，平成１８年１２月１８日の債務の一部

弁済により，被告は時効の援用権を喪失したといえる（最高裁昭和４１年４

月２０日大法廷判決・民集２０巻４号７０２頁）。 

  また，本件特許２－１に係る相当対価支払請求権は，平成１６年１２月１

７日の承認により消滅時効の進行が中断し，同月１８日から再び消滅時効の20 

進行が開始し，平成２６年１０月３１日の催告により再び中断し，平成２７

年４月２８日の当裁判所に対する本件訴訟に係る訴状の提出をもって再び中

断した（甲１７６の１，１７６の２，訴状受付日につき当裁判所に顕著な事

実，民事訴訟法１４７条，１３３条１項）。   

２ 争点⑴（本件特許２－１及び２－２に係る発明についての原告の発明者該当25 

性）について 
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⑴ 掲記の証拠によれば，以下の各事実を認めることができる。 

ア ＤＶＤ（Digital Versatile Disk，多目的用途ディスク）の販売が開

始された平成６年当時，各メーカーの製品の規格や仕様は様々であった

が，その後，規格や仕様の統一に向けた動きがあり，平成６年１２月に

は，被告とフィリップス社が発表したＭＭＣＤ（Multi-Media CD）規格5 

と株式会社東芝等が発表したＳＤ（Super Density Disc）規格が競い合

う状況となった。ＤＶＤのエラー訂正方式として，被告などのＭＭＣＤ

陣営はＣＩＲＣプラス（ＣＩＲＣを改良し，ブロック完結型にしたもの）

の採用を主張し，ＳＤ陣営はブロック完結型積符号の採用を主張してい

た。 10 

  ＭＭＣＤ陣営とＳＤ陣営は，平成７年９月１５日，規格の統一に向け

た話合いを行い，両陣営の主張をそれぞれ取り入れる形で規格が統一さ

れ，同年１２月８日，両陣営の共同提案としてＤＶＤ統一規格が発表さ

れた（甲１１０〔１１ないし１３頁〕，１９５，乙１９４）。 

イ 原告は，平成７年初め頃，エラー訂正方式について，エラー訂正符号15 

化されたアドレスを有するセクタ構造にすることで高速アクセスを実現

し，複数セクタを集めてブロック化し，その単位でエラー訂正符号化す

ることでバーストエラーの訂正もすることができるフォーマットの提案

を思い付いた。これは，ＭＭＣＤ規格のＣＩＲＣプラスでも，ＳＤ規格

のブロック完結型積符号であっても実現し得るものであった。 20 

その後，原告，被告において●省略●Ｆ及びＭＭＣＤ規格に関係して

いたＥは，原告の上記提案についての議論を重ね，以下の①から⑥まで

の６つのアイデアをまとめた。原告らは，協議の上，これらの発明報告

書の作成，提出について，①及び②を原告が担当し，③ないし⑤をＥが

担当し，⑥をＦが担当することとした（甲１７５，乙８８，原告本人）。 25 

① 所定のセクタ間隔ごとにアドレス信号を記録したヘッダを設け，エ
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ラー訂正ブロックは，セクタ間隔ごとに分割できるようにしたフォー

マット 

② フレームに同期させてエラー訂正ないしエラー検出できるようにし，

エラー訂正符号化はＬＣＤ符号で行うようにしたフォーマット 

③ アドレスとデータを一つのブロックとし，アドレスは１個のブロッ5 

クで完結するエラー検出番号をつけ，データは複数のブロックで完結

するエラー訂正ブロックとするフォーマット 

④ セクタを１つのフレームからなるヘッダフレームとその他の複数フ

レームからなるデータフレームで構成するフォーマット 

⑤ ＣＬＶ（線速度一定）とゾーンＣＡＶ（角速度一定）を共有化でき，10 

切換もできるフォーマット 

⑥ 既存のＣＤ－ＲＯＭフォーマットと互換性が取れるフォーマット  

ウ 上記イの分担に従い，平成７年４月頃，原告は，被告に対し，上記①

及び②のアイデアに係る２通の発明報告書を提出し，Ｅも，被告に対し，

上記④のアイデアに係る発明報告書を提出した。（甲１７５）。 15 

エ Ｅは，上記イの分担に従い，被告に対し，平成７年４月４日，筆頭発

明者をＥとして，上記③のアイデアに係る本件発明報告書１を提出し，

また，同月７日，筆頭発明者をＥとして上記⑤のアイデアに係る本件発

明報告書２をそれぞれ提出した（乙８８，８９）。 

  また，Ｆは，上記イでＦの分担とされた上記⑥のアイデアに係る発明20 

報告書の完成に至らなかったが，Ｅが，平成７年５月８日，Ｅを筆頭発

明者として，上記⑥のアイデアに係る本件発明報告書３を提出した（乙

９０）。 

オ 原告は，平成７年５月上旬，被告の特許部の担当者から，Ｅが提出し

た本件発明報告書１につき，このままでは進歩性が認められず出願でき25 

ないとの相談を受け，同発明と先行技術との差異を明らかにするため，
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同月１５日，被告に対し，筆頭発明者をＥとし，原告とＦも発明者とし

た，発明の名称を「データ記録方法および媒体」とする発明に係る本件

発明報告書４を提出した（甲１７５，乙９１）。 

カ 被告は，平成７年５月２５日頃，本件発明報告書１ないし４の発明を

合体させ，発明者を原告，Ｅ及びＦの３名として，１件の特許出願とす5 

ることを決定した。（乙１７２〔添付資料１，２及び６〕，２０７）。 

キ 平成７年５月２５日，上記カの出願についての打合せが出願代理人

（Ｇ弁理士）の事務所において行われ，原告及びＥが出席した（甲１７

５，乙１５０，１７２〔添付資料２〕，原告本人）。 

ク 被告は，平成７年５月頃，前記カの出願をするに当たり，原告，Ｅ，10 

Ｆの３名に対し，特許を受ける権利に係る譲渡証に押印を求めた（甲１

７５，乙２９，弁論の全趣旨）。 

ケ 被告は，平成７年６月２日，前記カの出願について，発明の名称を

「データ記録ディスク」とし，発明者を原告，Ｅ及びＦの３名として出

願した（本件日本出願，特願平７－１３６３２９号，甲１７４，乙２０15 

８）。 

コ 被告は，平成８年１１月５日，本件特許２－１の米国出願に当たり，

原告，Ｅ，Ｆの３名に共同発明者としての宣誓書を作成させた（甲１７

２）。 

サ 被告は，米国において，平成８年５月２９日，本件特許２－１に係る20 

特許出願をし，平成９年４月１１日，本件特許２－１の分割出願により

本件特許２－２に係る特許出願をした。その後，本件特許２－１は平成

１０年９月８日に登録され，本件特許２－２は平成１１年１０月１２日

に登録された（乙２１８〔添付資料１〕）。 

⑵ 本件特許２－１に係る発明は，ディスクの誤り訂正方法に係る発明であり，25 

ディスクの記録容量を減少させず，バーストエラーに強く，迅速にアクセス
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可能なデータ記録ディスクを実現するという課題について，アドレスの誤り

検出のための第１の誤り訂正符号は第１の領域内で完結し，データの誤り訂

正のための第２の符号は複数のセクタにまたがって完結することを特徴とす

るものである（甲６）。 

  そして，前記⑴イによれば，同発明は，平成７年２月から４月頃，原告が5 

提案したディスクの誤り訂正方法に係るアイデアに基づいて原告，Ｆ及びＥ

の３名が議論を重ねて完成させたものであり，原告は，上記発明の特徴的部

分の完成に関与したと認めることができる。 

⑶ これに対し，被告は，本件特許２－１に係る発明が記載された本件発明報

告書１ないし３に原告が発明者として記載されていないことを根拠に，原告10 

は発明者に該当せず，他に原告が発明者であることを認めるに足りる客観的

な証拠は存在しないと主張する。 

  しかし，本件発明報告書１ないし３はＥが提出し，そこには「筆頭発明者」

としてＥの氏名が記載されているが，Ｅ以外の共同発明者が存在しないこと

を示唆する記載はない。本件発明報告書１ないし３が提出されるに至った経15 

緯は前記 のとおりであって，原告は発明者と認められる。被告においても，

本件日本出願及び本件特許２－１に係る出願の前後において，本件発明報告

書１に係る発明の進歩性について原告に相談し（前記⑴オ），原告を発明者

とする本件発明報告書４をＥを発明者とする本件発明報告書１ないし３に合

体して発明者を原告，Ｅ及びＦとする一つの特許として出願することを決定20 

し（前記⑴カ），出願代理人（弁理士）との打合せに原告を同席させ（前記

⑴キ），原告ら３名を譲渡人として特許を受ける権利を譲り受け（前記⑴ク），

本件特許２－１の米国出願に当たり，原告ら３名に共同発明者として宣誓書

を作成させた（前記⑴コ）のであって，当時，原告が本件特許２－１に係る

発明の共同発明者であることを認識していたと認められる。被告の上記主張25 

には理由がない。 
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３ 争点⑵ア（被告が収受したライセンス料の額等）について 

⑴ 掲記の証拠によれば，以下の事実を認めることができる。 

ア ＣＤ－ＲＯＭ規格に係るジョイントライセンスプログラム 

(ｱ) ＣＤ－ＲＯＭの規格は，昭和６０年，被告及びフィリップス社が主

導して定められた。 5 

  被告は，平成２年６月頃，フィリップス社との間で，被告とフィリ

ップス社が保有する上記ＣＤ－ＲＯＭ規格等に係る特許の実施許諾を

共同で行うジョイントライセンスプログラム（以下「本件ジョイント

ライセンスプログラム」という。）を開始した。本件ジョイントライセ

ンスプログラムは，●省略●というものであった（乙５１，１５２）。 10 

(ｲ) フィリップス社は，平成３年以降，ＣＤ－ＲＯＭ規格に関し，同規

格を使用する者との間でライセンス契約を締結し，ライセンシーから

ライセンス料を受領した（乙５１，１５２）。●省略●（乙２６）。 

(ｳ) 被告は，●省略●（乙５１，５４，６８）。 

(ｴ) 本件ジョイントライセンスプログラムにおいては，フィリップス社15 

が，ライセンスを受けようとしないＣＤ－ＲＯＭ規格準拠製品の製

造・販売者に対して特許侵害訴訟等の権利行使を行った場合には，●

省略● 

フィリップス社は，●省略● 

(ｵ) フィリップス社が平成３年から平成１４年頃までの間にライセンシ20 

ーとの間で締結した本件ジョイントライセンスプログラムに係るライ

センス契約においては，ＣＤ－ＲＯＭに係るライセンス対象特許は，

ＣＤ－ＲＯＭ規格独自の特許だけでなく，音楽用ＣＤ（ＣＤ－Ａｕｄ

ｉｏ）に係る特許もライセンス対象とされていた（乙１５２〔１．２

１(ⅰ)及び(ⅱ)〕，弁論の全趣旨。以下，この項において，フィリップ25 

ス社等がライセンシーとの間で締結したライセンス契約におけるライ
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センスの対象となる特許について，単に「ライセンス対象特許」とい

うことがある。）。 

  なお，平成１５年以降にフィリップス社がライセンシーとの間で締

結した本件ジョイントライセンスプログラムに係るライセンス契約に

おいては，ライセンス対象特許は，全て契約書別紙の対象特許リスト5 

に掲載されるようになった（乙１６８，弁論の全趣旨） 

(ｶ) 平成元年１２月１９日当時に作成されたライセンス対象特許のリス

トには，製品カテゴリ「CD-ROM-Discs」及び「CD-ROM-Player」の対象

特許として本件特許１－１ないし１－３が掲載されていたが，本件特

許１－５は掲載されていなかった（乙１４９〔２３枚目〕，１５２〔後10 

ろから２枚目〕）。 

  また，本件特許１－１ないし１－４のいずれかの特許は，平成８年

２月１５日当時に作成されたライセンス対象特許のリストに製品カテ

ゴリ「CD-R Disc/CD-ROM Part」の対象特許として掲げられ（乙１５５

〔７枚目〕），同年７月１日当時に作成された同リストに製品カテゴリ15 

「Comprehensive CD Disc/ROM part」の対象特許として掲げられ（乙

１５３〔９枚目〕），平成９年１月１４日当時に作成された同リストに

製品カテゴリ「Comprehensive CD Player/CD-ROM part」の対象特許と

して掲げられ（乙１５４〔後ろから６枚目〕），同年１月２９日当時に

作成された同リストに製品カテゴリ「Video CD-Disc/CD-Audio Part」，20 

「Video CD-Player/CD-ROM Part」の対象特許として掲げられ（乙１５

８〔２枚目〕，１５９〔２１枚目〕），平成１１年３月９日当時に作成さ

れた同リストに製品カテゴリ「CD-RW Recorder/CD-ROM Part」，「CD-RW

 Disc/CD-ROM Part」の対象特許として掲げられていた（乙１５６〔後

ろから１６枚目〕，１５７〔２枚目〕）が，上記各リストには本件特許25 

１－５は掲載されていなかった。もっとも，上記各リストには，「本リ
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スト上のいかなる特許出願又は特許権に基づく全ての対応特許出願，

特許，分割，継続出願及び再発行は，このリストの欠かせない部分と

して含まれると考えられる。」との注意書きが付されていた（乙１５３

ないし１５９）。 

(ｷ) 本件特許１－５は，平成１４年５月６日当時に作成されたライセン5 

ス対象特許のリストに製品カテゴリ「CD Player/CD ROM Part」の対象

特許として掲げられ（乙１６０〔３枚目〕），平成１５〔２００３〕年

１月３０日当時に作成された同リストに製品カテゴリ「CD-Recorder/C

D-ROM Part」の対象特許として掲げられていた（乙１６１〔３枚目〕）。

なお，本件特許１−５は，同日以降に作成されたライセンス対象特許の10 

リストには掲載されていない（乙１６２ないし１６７）。 

(ｸ) 被告が，本件ジョイントライセンスプログラムにおいて，下記①な

いし⑧の製品カテゴリについて，フィリップス社から本件特許１－５

を含む対象特許のライセンス料として割り当てられた金額は，以下の

とおりであった（乙１７０）。 15 

a 平成５年（ライセンス料分配開始）から平成１４年まで 

① ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ 

 平成５年：   ●省略● 

 平成６年：   ●省略● 

 平成７年：   ●省略● 20 

 平成８年：   ●省略● 

 平成９年：   ●省略● 

 平成１０年：  ●省略● 

 平成１１年：  ●省略● 

 平成１２年：  ●省略● 25 

 平成１３年：  ●省略● 
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 平成１４年：  ●省略● 

 合計：        ●省略● 

② ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｒｉｖｅ 

 平成５年：   ●省略● 

 平成６年：   ●省略● 5 

 平成７年：   ●省略● 

 平成８年：   ●省略● 

 平成９年：   ●省略● 

 平成１０年：  ●省略● 

 平成１１年：  ●省略● 10 

 平成１２年：  ●省略● 

 平成１３年：  ●省略● 

 平成１４年：  ●省略● 

 合計：     ●省略● 

③ ＣＤ－Ｒ Ｄｉｓｃ 15 

 平成５年：   ●省略● 

 平成６年：   ●省略● 

 平成７年：   ●省略● 

 平成８年：   ●省略● 

 平成９年：   ●省略● 20 

 平成１０年：  ●省略● 

 平成１１年：  ●省略● 

 平成１２年：  ●省略● 

 平成１３年：  ●省略● 

 平成１４年：  ●省略● 25 

 合計      ●省略● 
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④ ＣＤ－Ｒ Ｄｒｉｖｅ 

 平成５年：   ●省略● 

 平成６年：   ●省略● 

 平成７年：   ●省略● 

 平成８年：   ●省略● 5 

 平成９年：   ●省略● 

 平成１０年：  ●省略● 

 平成１１年：  ●省略● 

 平成１２年：  ●省略● 

 平成１３年：  ●省略● 10 

 平成１４年：  ●省略● 

 合計：     ●省略● 

⑤ ＣＤ－ＲＷ Ｄｒｉｖｅ 

 平成５ないし１１年：●省略● 

 平成１２年：    ●省略● 15 

 平成１３年：    ●省略● 

 平成１４年：    ●省略● 

 合計：       ●省略● 

⑥ ＣＤ－ＲＷ Ｄｉｓｃ 

 平成５ないし１１年：●省略● 20 

 平成１２年：    ●省略● 

 平成１３年：    ●省略● 

 平成１４年：    ●省略● 

 合計：       ●省略● 

⑦ ＶｉｄｅｏＣＤ Ｄｉｓｃ 25 

 平成５ないし８年： ●省略● 
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 平成９年：     ●省略● 

 平成１０年：    ●省略● 

 平成１１年：    ●省略● 

 平成１２年：    ●省略● 

 平成１３年：    ●省略● 5 

 平成１４年：    ●省略● 

 合計：       ●省略● 

⑧ ＶｉｄｅｏＣＤ Ｐｌａｙｅｒ 

 平成５ないし８年： ●省略● 

 平成９年：     ●省略● 10 

 平成１０年：    ●省略● 

 平成１１年：    ●省略● 

 平成１２年：    ●省略● 

 平成１３年：    ●省略● 

 平成１４年：    ●省略● 15 

 合計：       ●省略● 

b 平成１５年から本件特許１－５が消滅する平成１７年まで 

① ＣＤ－ＲＯＭドライブ 

 平成１５年：    ●省略● 

 平成１６年：    ●省略● 20 

 平成１７年：    ●省略● 

 合計：       ●省略● 

② ＣＤ－Ｒドライブ 

 平成１５年：    ●省略● 

 平成１６年：    ●省略● 25 

 平成１７年：    ●省略● 
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 合計：       ●省略● 

③ ＣＤ－ＲＷドライブ 

 平成１５年：    ●省略● 

 平成１６年：    ●省略● 

 平成１７年：    ●省略● 5 

 合計：       ●省略● 

(ｸ) 上記各製品カテゴリについて，以下の期間の特定の時点において被

告が保有していたライセンス対象特許の数（ただし，実用新案及び登

録前の特許を含むことがある。以下，同様。）は，それぞれ，以下のと

おりであった。（乙１５２ないし１５９，１６９）。 10 

a 平成５年から平成１４年まで 

① ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ    ２５６０件 

② ＣＤ－ＲＯＭ Ｄｒｉｖｅ   ２６２８件 

③ ＣＤ－Ｒ Ｄｉｓｃ      ２５８７件 

④ ＣＤ－Ｒ Ｄｒｉｖｅ     ２６４１件 15 

⑤ ＣＤ－ＲＷ Ｄｒｉｖｅ    ２６４１件  

⑥ ＣＤ－ＲＷ Ｄｉｓｃ     ２６２９件  

⑦ ＶｉｄｅｏＣＤ Ｄｉｓｃ   ２６２１件  

⑧ ＶｉｄｅｏＣＤ Ｐｌａｙｅｒ ２６９８件 

 なお，上記のライセンス対象特許には，前記ア のとおり，ＣＤ20 

－ＲＯＭ規格独自の特許だけでなく，音楽ＣＤに係る特許が含まれ

ており，その数は２５０８件と認められる（後記カ ）。 

b 平成１５年から平成１７年まで 

① ＣＤ－ＲＯＭドライブ  １０４件  

② ＣＤ－Ｒドライブ    １４６件  25 

③ ＣＤ－ＲＷドライブ   １４６件 
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イ ＤＶＤ規格に係るフィリップス社とのジョイントライセンスプログラ

ム 

(ｱ) 被告は，平成９年１１月２４日，フィリップス社との間で，被告と

フィリップス社が保有するＤＶＤ規格に係る特許の実施許諾をパイオ

ニア株式会社（以下「パイオニア社」という。）と共同で行うジョイン5 

トライセンスプログラム（以下「３Ｃライセンスプログラム」という。）

に関する契約を締結した。●省略● 

  ３Ｃライセンスプログラムにおいても，本件ジョイントライセンス

プログラムと同様に，●省略●（乙５４〔添付資料１及び２〕，１９

０）。 10 

(ｲ) 本件特許２－１は，平成１４年１０月２３日当時に作成された３Ｃ

ライセンスプログラムに係る対象特許リストには，製品カテゴリ「DVD

+R Disc」，「DVD+RW Disc」，「DVD+RW Recorder」の対象特許として掲げ

られ（乙１２〔２枚目〕，１３〔２枚目〕，１４〔２枚目〕，１５〔５枚

目〕，２０１〔２枚目〕），平成１５年１０月１５日当時に作成された同15 

リストには製品カテゴリ「DVD-Video Discs with Single Information

 Layer(s)」，「DVD-ROM discs」，「DVD-Video Discs with Dual Informa

tion Layer(s)」の対象特許として掲げられ（乙２３１〔添付資料⑤な

いし⑧）〕，平成１６年９月２日当時に作成された対象特許リストには

製品カテゴリ「DVD-R-RW Recorder」の対象特許として掲げられ（乙１20 

７〔５枚目〕，２０２〔５枚目〕），平成２０年３月１７日当時に作成さ

れた同リストには製品カテゴリ「DVD-ROM Discs with Dual Informati

on Layer(s)」，「DVD-Video Discs with Dual Information Layer(s)」

の対象特許として掲げられ（乙２１〔３枚目〕，１９９〔２枚目〕,２

００〔９枚目〕），平成２２年９月１０日当時に作成された同リストに25 

は製品カテゴリ「DVD-RW Disc」の対象特許として掲げられていた（甲
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１６０〔５枚目〕，乙１９〔５枚目〕）。 

(ｳ) 被告が，３Ｃライセンスプログラムにおいて，フィリップス社から，

平成２８年６月までの間に，本件特許２－１を含む対象特許のライセ

ンス料の分配として割り当てられた金額は，以下のとおりであった

（乙２０５，２６１）。 5 

ａ ＤＶＤ－ＲＯＭディスク    ●省略● 

ｂ ＤＶＤ ＶＩＤＥＯディスク  ●省略● 

ｃ ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥディスク 

  同製品カテゴリには，ＤＶＤ－Ｒディスク，ＤＶＤ－ＲＷディス

ク，ＤＶＤ＋Ｒディスク，ＤＶＤ＋ＲＷディスクを含み，配分額の10 

合計は●省略●あった。 

ｄ ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥドライブ 

  同製品カテゴリには，ＤＶＤ－Ｒドライブ，ＤＶＤ－ＲＷドライ

ブ，ＤＶＤ＋Ｒドライブ，ＤＶＤ＋ＲＷドライブを含み，配分額の

合計は●省略●であった。 15 

(ｴ) 上記 の製品カテゴリについて，対象期間内の特定の時点において

被告が保有していたライセンス対象特許の数は，以下のとおりであっ

た（乙１９９ないし２０２，弁論の全趣旨）。 

ａ ＤＶＤ－ＲＯＭディスク         ６８件 

ｂ ＤＶＤ Ｖｉｄｅｏディスク      ２２０件 20 

ｃ ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥディスク １４７件 

ｄ ＤＶＤ ＲＥＣＯＲＤＡＢＬＥドライブ ２３８件   

ウ Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセンスプログラム 

(ｱ) Ｏｎｅ－Ｒｅｄ，ＬＬＣは，平成２１年８月，フィリップス社，被

告，ＬＧエレクトロニクス及びパイオニア社により設立され，平成２25 

４年７月１日からＤＶＤ製品の共同特許ライセンスを提供し，同年１
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０月１５日からＤＶＤソフトウェア製品の共同特許ライセンスを提供

した（以下，このライセンスプログラムを「Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセン

スプログラム」という。甲１７７，乙１９８）。 

(ｲ) 平成２０年３月１７日当時に作成されたＯｎｅ－Ｒｅｄライセンス

プログラムに係る対象特許リストには，本件特許２－１が，製品カテ5 

ゴリ「DVD-ROM Discs with Dual Information Layer(s)」，「DVD-Video

 Discs with Dual Information Layer(s)」の対象特許として掲げられ

ていた（乙１５１〔３枚目及び１５枚目〕，１７３）。 

(ｳ) 被告が，Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセンスプログラムにおいて，平成２４

年から平成２８年６月までの間にＯｎｅ－Ｒｅｄ，ＬＬＣからライセ10 

ンス料の分配として支払を受けた金額は，以下のとおりであった（乙

１７４ないし１７７，２０５）。 

ａ ＤＶＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ   ●省略● 

ｂ ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｃ ●省略● 

(ｴ) 上記 の製品カテゴリについて，ライセンス開始時点における被告15 

が保有するライセンス対象特許の数は，以下のとおりであった（乙１

５１）。 

ａ ＤＶＤ－ＲＯＭ Ｄｉｓｃ    ６８件 

ｂ ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ Ｄｉｓｃ ２２０件 

エ Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅライセンスプログラム 20 

(ｱ) Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅ，ＬＬＣは，平成２１年２月，フィリップス社及

び被告等の出資により設立され，被告を含むライセンサー十数社によ

り形成されたパテントプールとして，平成２３年７月１日からブルー

レイディスク（ＢＤ）製品の必須特許等の共同特許ライセンスを提供

した（以下，このライセンスプログラムを「Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅライセ25 

ンスプログラム」といい，本件ジョイントライセンスプログラム，Ｏ
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ｎｅ－Ｒｅｄライセンスプログラムと併せて「本件各ライセンスプロ

グラム」という。甲１７８，乙１９８）。 

(ｲ) 本件特許２－１は，平成２８年５月１８日当時に作成されたＯｎｅ

－Ｂｌｕｅライセンスプログラムに係る対象特許リストに「DVD RAM」，

「DVD-RW」，「DVD+RW」，「DVD+R」，「DVD-R」の対象特許として掲げられ5 

ていた（甲１５９，２１６の１，２，乙１７８）。 

(ｳ) 被告が，Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅライセンスプログラムにおいて，Ｏｎｅ

－Ｂｌｕｅ，ＬＬＣから，平成２４年から平成２８年６月までの間に，

ライセンス料の分配として支払を受けた金額は，以下のとおりであっ

た（乙１７９ないし１８２，２０５）。 10 

ａ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ       ●省略● 

ｂ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ Ｄｒｉｖｅ ●省略● 

(ｴ) 上記 の製品カテゴリについて，ライセンス開始時点における被告

が保有するライセンス対象特許の数は，以下のとおりであった（乙１

７８）。 15 

ａ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ      １５６０件 

ｂ ＢＤ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ Ｄｒｉｖｅ ７６６件 

オ ＳＣＥとの間のライセンス契約 

(ｱ) ＳＣＥは，被告とそのグループ会社であるソニー・ミュージックエ

ンタテインメント（ＳＭＥ）が共同出資して設立した会社であって，20 

平成１６年４月には被告の完全子会社となった（甲１４２〔６４頁〕）。 

(ｲ) ●省略● 

(ｳ) ●省略● 

(ｴ) ●省略● 

カ 本件各ライセンスプログラムにおける対象特許数 25 

(ｱ) 本件各ライセンスプログラムにおいて，製品カテゴリごとの，対象
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期間内の特定の時点において被告が保有していたライセンス対象の特

許数は，前記⑴で認定したとおりである。 

(ｲ) これに対し，原告は，①本件ジョイントライセンスプログラムにお

ける平成５年から平成１４年までの対象特許として音楽用ＣＤの特許

は含めるべきではないこと，②ＣＤ－ＲＯＭではなく「ＣＤ－ｉ」や5 

「ＣＤＶ」のみに関係する特許も含めるべきではないこと，③特許数

はファミリー特許ごとにカウントすべきであることを主張する。 

 しかしながら，上記 のとおり，平成３年

から平成１４年頃までの間の本件ジョイントライセンスプログラムに

係るライセンス契約において，製品カテゴリ「ＣＤ－ＲＯＭ」では音10 

楽用ＣＤに係る特許がライセンス対象とされていて，同期間における

ＣＤ－ＲＯＭ関係製品のライセンス対象特許には，音楽用ＣＤに係る

特許が含まれていた。原告は，音楽用ＣＤの特許に対してはライセン

ス料が別途支払われていたから，ＣＤ－ＲＯＭ規格によるライセンス

料に音楽用ＣＤに係る特許の貢献を含めることは二重評価になると主15 

張するが，フィリップス社からのライセンス料は製品カテゴリごとに

支払われていて（乙２４，２５，１８４ないし１８７），ライセンス対

象とされているにもかかわらずそれを考慮しない取扱いがあったなど

の特段の事情を認めるに足りず，当該カテゴリに含まれるとされるラ

イセンス対象特許を当該カテゴリのライセンス料における貢献におい20 

て考慮することが同一の特許を二重評価するものとはいえない。 

また，原告は，被告が主張する音楽用ＣＤに関する特許の数（２５

０９件）が多すぎるとも主張するが，その数は国際特許分類であるＩ

ＰＣコードを用いた検索により抽出されたものであると認められ(乙１

６９，弁論の全趣旨)，その抽出方法は考えられる合理的な方法の１つ25 

であるといえ，また，以下に述べるところを除き，不合理であること
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を認めるに足りる証拠もなく，同方法により抽出された特許権数は一

応合理的なものと認めることができる。ただし，特開昭５３－４４２

４８号に係る特許（乙１９２〔通し番号９９８番〕）は，玩具であるヨ

ーヨーの特許であり（甲１８８），ＣＤ－ＲＯＭ関連製品に実施可能と

は認め難いから，同特許は除外し，その総数は２５０８件と認める。 5 

上記②については，仮に「ＣＤ－ｉ」及び「ＣＤＶ」のみに関係す

る特許がライセンシーにおいて実施されていないとしても，これらが

ライセンス契約の対象製品に実施可能であればライセンス料に対する

一定の貢献は認められるといえるから，それらの特許が実施されてい

ないなどの事情は，本件特許１－５及び本件特許２－１のライセンス10 

料における貢献を評価するに当たって考慮されれば足りるといえる。 

上記③については，相当対価支払請求権は特許ごとに発生すると解

され，ライセンス料に対する当該特許の貢献を評価する前提となるラ

イセンス対象特許の数も，特許の数によるべきである。 

したがって，原告の上記主張にはいずれも理由がない。 15 

(ｳ) 本件各ライセンスプログラムにおける特定の時点において被告が保

有していたライセンス対象の特許数は，前記(ｱ)のとおりであるが，

本件ジョイントライセンスプログラムの一部及び３Ｃライセンスプロ

グラムは，その期間が，それぞれ平成５年から平成１７年まで，又は

平成１４年（本件特許２－１が３Ｃライセンスプログラムの対象特許20 

リストに掲載された時期）から平成２８年までと長期間に及んでいる。

そして，同期間の特定の時点におけるライセンス対象特許の数は，そ

の後の新たな特許登録のほか，存続期間満了や無効等によって権利が

消滅する等の事情により一定の変動が生じることがあったと推認でき

るため，ライセンス対象の特許の数は，前記(ｱ)で認定した数の９割25 

とするのが相当であると認め，別紙相当対価計算表「【Ｄ】対象特許
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権数の補正」欄記載のとおりとする。 

キ ●省略● 

  そして，前記⑴オのとおり，ＳＣＥから受領したライセンス料の金額

のうち米国での売上げに係る金額は，別紙相当対価計算表「ＳＣＥライ

センス契約」「【Ａ】ライセンス料配分額」欄記載のとおりであり，被告5 

が保有する米国特許の数は，同計算表「ＳＣＥライセンス契約」「【Ｃ】

対象特許権数」欄記載のとおりであった。 

⑵ 使用者等がライセンス契約に基づいて特許のライセンス料を取得した場合，

そのライセンス料は，使用者が特許発明の実施を排他的に独占することによ

って得た利益に属するということができる。したがって，ライセンス契約に10 

より取得したライセンス料に基づいて，使用者等が得た利益の額を算定し，

それを旧法３５条３項の「相当の対価」の額を算定するための基礎とするこ

とは，合理的な算定方法の一つということができる。 

  そして，前記⑴で認定したところによれば，被告が，本件特許１－５及び

本件特許２－１について受領したライセンス料は，以下のとおりと認められ15 

る。 

ア 本件特許１－５ 

  のとおり，本件特許１－５は，平成１４年５月６日以前は，

本件ジョイントライセンスプログラムにおける対象特許リストに掲載さ

れていなかった。しかし，掲載されていない期間の対象特許リストに本20 

件特許１－１ないし１－４のいずれかの特許が掲載されていたこと，同

リストには「本リスト上のいかなる特許出願又は特許権に基づく全ての

対応特許出願，特許，分割，継続出願及び再発行は，このリストの欠か

せない部分として含まれると考えられる。」との注意書きが付されていた

こと，本件特許１－５は本件特許１－３の一部継続出願（先の出願に開25 

参照）
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として出願されたなどの本件特許１－１ないし１－４と本件特許１－５

との関係からすれば，本件特許１－５は，平成１４年５月６日以前の期

間は，同注意書きに含まれるものと解するのが相当である。 

  したがって，被告が平成５年から平成１４年までに受領した本件ジョ

イントライセンスプログラムによるライセンス料には本件特許１－５の5 

ライセンス料も含まれていたと認められる。被告は，本件特許１－５の

登録時である平成３年３月５日から権利満了時である平成１７年３月２

２日までの間，本件特許１－５を含む被告が保有するライセンス対象特

許のライセンス料として，別紙相当対価計算表「本件ジョイントライセ

ンスプログラム」「【Ａ】ライセンス料配分額」記載の金額の配分を受け10 

た。 

  のとおり，本件ジョイントライセンス

プログラムの事務の一環として，ライセンスを受けようとしないＣＤ－

ＲＯＭ規格準拠製品の製造・販売者に対し，特許権侵害訴訟等の権利行

使を行い，●省略●被告に支払っていた。 によれば，●省略15 

● 

  （平成１４年分） 

  ●省略● 

  （平成１５年分） 

  ●省略● 20 

  （平成１７年分） 

  ●省略● 

  そうすると，別紙相当対価計算表「本件ジョイントライセンスプログ

ラム」「【Ａ】ライセンス料配分額」に，平成５年から平成１４年までは

●省略●平成１５年から平成１７年までは●省略●を乗じた「●省略●25 

の金額を，被告がフィリップス社から受領したライセンス料と認める。 
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なお，前記 で認定した以外にフィリップス社から●省略●を認

めるに足りる証拠はなく，上記で述べた以上の●省略●は認められない。 

イ 本件特許２－１ 

  のとおり，被告は，本件特許２－１の登録時である平成１

０年９月８日から権利満了時である平成２８年５月２９日（出願日から5 

２０年）までの間，３Ｃライセンスプログラムにおいて，本件特許２－

１を含む被告が保有するライセンス対象特許のライセンス料として，別

紙相当対価計算表「３Ｃライセンスプログラム」「【Ａ】ライセンス料配

分額」欄記載の金額の配分を受けた。 

  また，前記アで述べたとおり，平成５年から平成１４年までのライセ10 

ンス料配分額に占める●省略●平成１５年から平成１７年までの●省略

●同期間全体に係る●省略●と認められ，３Ｃライセンスプログラムの

対象期間におけるライセンス料配分額に占める●省略●と認められる。 

  そうすると，別紙相当対価計算表「３Ｃライセンスプログラム」「【Ａ】

ライセンス料配分額」に●省略●金額が，被告がフィリップス社から受15 

領したライセンス料と認められる。 

 のとおり，被告は，上記期間，Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセンス

プログラムにおいて，本件特許２－１を含むライセンス対象特許のライ

センス料として，別紙相当対価計算表「Ｏｎｅ－Ｒｅｄ」「【Ａ】ライセ

ンス料配分額」欄記載の金額の配分を受けた。 20 

  のとおり，被告は，上記期間，Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅライセン

スプログラムにおいて，本件特許２－１を含むライセンス対象特許のラ

イセンス料として，別紙相当対価計算表「Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅ」「【Ａ】ラ

イセンス料配分額」記載の金額の配分を受けた。 

ウ ●省略● 25 

  被告は，前記⑴オのとおり，上記期間，●省略●に基づき，本件特許
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１－５及び本件特許２－１を含む対象特許のライセンス料として，別紙

相当対価計算表「●省略●」「【Ａ】ライセンス料配分額」記載の金額を

受領した。 

エ 小括 

  被告が本件各ライセンスプログラムによって受領したライセンス料の5 

金額は別紙相当対価計算表「【Ｂ】●省略●（ただし，Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及

びＯｎｅ－Ｂｌｕｅライセンスプログラムについては「【Ａ】ライセンス

料配分額」欄）記載のとおりであり，この金額を「【Ｄ】対象特許権数の

補正」欄（ただし，本件ジョイントライセンスプログラムのうち平成１

５年ないし平成１７年，及びＯｎｅ－Ｒｅｄ及びＯｎｅ－Ｂｌｕｅライ10 

センスプログラムについては「【Ｃ】対象特許権数」欄）記載の特許権数

で除すと，「【Ｅ】対象特許１件当たりの利益の額」欄記載の金額となる。

また，被告が●省略●によって受領したライセンス料の金額は「【Ａ】ラ

イセンス料配分額」欄記載のとおりであり，この金額を「【Ｃ】対象特許

権数」欄記載の特許権数で除すと，「【Ｅ】対象特許１件当たりの利益の15 

額」欄記載の金額となる。 

 原告は，被告が受領したライセンス料は，本件発明の実施製品の販売数量

にライセンス料単価及び被告の配分率を掛け合わせて算出されるべきであり，

被告が主張するライセンス料の受領額は，本件特許１－５及び本件特許２－

１を実施する製品の売上げが増加しているにもかかわらず収受額が減少する20 

点で不自然であるし，公開された資料に基づいて推計される実施品の販売数

量に対して極めて低額であり，不正確かつ不十分であること，被告が主張す

るライセンス料は被告が単独で得たライセンス料やクロスライセンスによっ

て免れたライセンス料を含んでいないことなどを主張する。 

  しかし，フィリップス社からライセンスを受けようとしない製造・販売者25 

に対するフィリップス社の●省略●に及ぶことがうかがわれること（前記⑴
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）からも明らかなとおり，本件特許１－５及び本件特許２－１を実施し

て製品を製造する全ての者がライセンス契約を締結してライセンス料を支払

うとは限らず（乙６８〔５頁〕），本件特許１－５及び本件特許２－１を実施

すると考えられる製品の売上げから直ちにライセンス料を推定することが合

理的であるとはいい難く，また，実施品と考えられる製品の売上げと被告が5 

受領したライセンス料の金額に常に対応関係があるとも限らない。そして，

被告が集計したライセンス料の受領額が，本件各ライセンスプログラムのロ

イヤリティレポート（乙２４，２５，１７４ないし１８２，１８４ないし１

９１）記載の金額等に照らして不合理であることを認めるに足りる具体的な

事情はなく，同金額の信用性を覆すに足りる証拠はない。 10 

  また，原告は，ＳＣＥと被告は一体と評価されるべきであり，ＳＣＥによ

る本件特許１－５及び本件特許２－１の実施行為は被告による自己実施に該

当し，被告は利益を得ている旨主張する。 

  しかしながら，被告とＳＣＥとは別法人であり，被告が，●省略●被告と

ＳＣＥが法的に一体であると評価することは困難である。両社の間で資金援15 

助や人事交流が行われてきたといった原告が指摘する事情は，両社が資金面

や人事面で緊密な関係にあることを示すものではあるが，このことをもって，

本件の相当対価支払請求権の算定に当たり，ＳＣＥが被告と同一の主体であ

るということはできない。 

また，前記 及び に記載したライセンス料の他に，本件特許１－５，本20 

件特許２－１に関連して，被告がライセンス料を得たり，クロスライセンス

等によって利益を得たことを具体的に認めるに足りる証拠はない。 

  原告の上記主張はいずれも採用できない。 

４ 争点⑵イ（上記ライセンス料における本件発明の占める割合）について 

⑴ 本件特許１－５ 25 

ア 掲記の証拠によれば，以下の事実を認めることができる。 
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(ｱ) 本件特許１－５のＣＤ－ＲＯＭ規格採用の経緯 

ａ 被告においては，昭和５７年頃から，音楽用ＣＤをコンピュータ

分野に応用してＣＤ－ＲＯＭを開発するとの試みが始まり，被告従

業員であったＨは，この頃，フィリップス社に対し，音楽用ＣＤの

コンピュータ分野への応用について話し合うことを提案した（乙７5 

７〔３３頁〕，１３２〔２頁〕）。 

ｂ 昭和５８年３月，被告とフィリップス社による第１回目の会議が

開催された。同会議には，被告からは上記ＨやＣらが参加し，今後

の進め方等が話し合われた。 

 被告側の参加者は，当初，ＣＤ－ＲＯＭにおいてもＣＩＲＣを用10 

いることでエラー訂正としては十分であると認識しており，ＣＤ－

ＲＯＭ独自のエラー訂正技術が必要であるとは考えていなかった。

しかし，フィリップス社から，デジタルデータを記録してコンピュ

ータ用途とするには，ＣＩＲＣだけでは十分ではない可能性がある

ので，ＣＤ－ＲＯＭ独自のエラー訂正技術を付加した方がよいとの15 

提案を受け，これを検討することとなった。また，フィリップス社

からは，ＣＤ－ＲＯＭ独自のエラー訂正技術について，セクタ（ブ

ロック）内でエラー訂正を完結させるという提案があった（乙７７

〔３３ページ〕，１３２〔４頁〕）。 

ｃ その後，昭和５８年６月に第２回目の会議が，同年８月に第３回20 

目の会議がそれぞれ開催され，第３回目の会議において，ＣＤ－Ｒ

ＯＭの仕様の大筋が合意されたが，エラー訂正の具体的な方式につ

いては合意に至らず，両社がそれぞれの提案をまとめることになっ

た（乙７７〔３３ないし３５頁〕，１３２〔２及び３頁〕）。 

ｄ 原告は，昭和５８年春頃，Ｃから，ＣＤ－ＲＯＭのエラー訂正方25 

式について検討するように依頼され，検討を開始した。その後，原



- 68 - 

告とＣが協議をするなどして，１セクタ（ブロック）２３５２バイ

ト（うちユーザーデータ２Ｋバイト）を上位プレーンと下位プレー

ンの２つに分割し，各プレーンについて，８ビットのガロア拡大体

ＧＦ（２８）上でエラー訂正符号を構成し，Ｐ系列，Ｑ系列の異なる

２つの方向の系列を有するブロック完結型エラー訂正符号を着想す5 

るに至った（甲１６５〔１９ないし２３頁〕，１９４〔８及び９頁〕，

乙１３２〔５頁〕，原告本人）。 

ｅ 被告は，昭和５８年１２月２１日，フィリップス社に対し，エラ

ー訂正方法として，上記ｄのフォーマットを提案した（乙５７〔２

１ないし２４枚目〕）。 10 

ｆ 上記ｅの提案に対し，フィリップス社は，単一の系列で１６ビッ

トのガロア拡大体でエラー訂正符号を構成するフォーマット（「Phil

ips16」）と，１ブロック２３５２バイトを９８バイトごとに２４分

割し，ガロア拡大体で最小距離１３の（９８．８６）リード・ソロ

モン符号を同一方向の系列で２４系列構成するフォーマット（「Phil15 

ips8」）を提案した（甲１９４〔９及び１０頁〕，乙５７〔６枚目〕）。 

ｇ 両社はその後，エラー訂正方式についての検証等を行い，エラー

訂正の具体的な方式として，ＣＤ－ＲＯＭのエラー訂正方式として，

上記ｄに基づくフォーマットを採用することを基本的に合意した

（甲１９４〔１０ないし１４頁〕，乙５７〔６ないし８枚目〕）。 20 

(ｲ) 本件特許１－５登録の経緯 

ａ 被告は，昭和６０年３月２２日，被告の従業員の原告，Ａ，Ｂ，

Ｃとフィリップス社の従業員であるＤの合計５名を発明者として米

国において本件特許１－３を出願した（甲４）。その後，昭和６１

〔１９８６〕年９月１９日頃，米国特許商標庁から，請求項１３な25 

いし１６について明細書の開示が十分ではないとの理由で拒絶理由
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通知を受けたため，米国出願代理人から，これらの請求項について

一部継続出願をするとの提案がされた（乙１４１，１４２）。一部継

続出願とは，先の出願に開示されていなかった事項を加えて新たに

する出願をいい，先の出願に開示されていた事項については先の出

願の日に出願されたものとみなされる（甲２２２，乙２５７）。 5 

ｂ 被告は，昭和６２年８月５日，米国において，本件特許１－３の

一部継続出願として，本件特許１－５を出願した。しかし，同出願

日には，既に本件特許１－３が発行されていたため（同特許の発行

日は同年７月１４日），米国特許商標庁から，出願日の遡及は認めら

れないとの拒絶理由通知を受けた（甲１４１，乙１４４）。その後，10 

同出願は，拒絶理由通知に対する応答ミスにより出願放棄扱いとな

ったが，出願回復手続を経て，出願が回復した。また被告は，本件

特許１－５が本件特許１－３の二重特許として拒絶されることを回

避するため，本件特許１－５の有効期間を本件特許１－３の当時の

有効期間である平成１６〔２００４〕年７月１４日を超える部分に15 

ついて放棄するとのターミナル・ディスクレイマー（Terminal Disc

laimer）を付した（甲６）。本件特許１－５は，平成３年３月５日に

特許登録された（乙１４５ないし１４８）。 

  ターミナル・ディスクレイマーとは，特許権者が，二重特許を理

由とする拒絶を回避するために特許存続期間の一部を放棄し，一方20 

の特許期間の終期を他方の特許の満了日と一致させるものである。

このターミナル・ディスクレイマーが提出された特許については，

両特許は分離して移転することができず，同一人が保有した状態で

なければ権利行使することができない（甲２２２，乙２５７，２５

８）。 25 

ｃ 被告は，平成元年７月１３日，米国において，本件特許１－３の
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再発行特許として，本件特許１－４を出願した。 

  再発行（Reissue）とは，明細書に誤りがあるためにその特許が実

施不能又は無効である場合に，特許権者による新たな出願に基づい

て訂正した特許を再発行することをいい，再発行特許の効力は原特

許の効力を引き継ぎ，原特許の日から効力が継続していたものとみ5 

なされる反面，原特許は再発行特許が付与された時点で放棄された

ものとみなされる（乙２５７，２５８）。 

  本件特許１－４は，平成２〔１９９０〕年１１月２７日に登録さ

れ，原特許である本件特許１－３は同日をもって放棄されたものと

みなされた（甲５）。 10 

 (ｳ) 本件特許１－５の技術的価値 

ａ 本件特許１－５と実質的に同一の請求項を含む本件特許１－３は，

日本工業規格におけるＣＤ－ＲＯＭの規格において，「この規格の実

施に当たって，次の米国特許が特に関連があるので，注意が必要で

ある。」として，ＣＩＲＣに係る特許と共に掲載されている（甲９15 

〔３４頁〕）。 

ｂ 昭和６０年３月発行の「ＪＡＳ ｊｏｕｒｎａｌ」に掲載された

「ＣＤ－ＲＯＭについて」と題する記事（執筆者は被告オーディオ

事業部の従業員）には，ＣＤ－ＲＯＭ独自のエラー訂正技術につい

て，「音楽用ＣＤのＣ１，Ｃ２パリティー（判決注：ＣＩＲＣ）で訂20 

正しきれずに補間してしまったデータをさらに訂正する場合に用い

ます。この誤り訂正はブロック内で完結するように工夫されており，

音楽用ＣＤの誤り率が訂正後１０－９～１０－１０であったのに対し，

２番目の訂正をすることで１０－１２まで改善することができます。

この新たな誤り訂正によって，ＣＤ－ＲＯＭではデータの信頼性が25 

高まり，コンピューターのデータストレージとして十分使用に耐え
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るようになったわけです。」と記載されている（乙１３７）。 

ｃ また，本件特許１－５の共同発明者の一人であるＡは，昭和６０

年２月発行の「エレクトロニクス昭和６０年２月号」に掲載された

「コンパクトディスクの新しい展開－２－ＣＤ－ＲＯＭシステム」

と題する記事において，ＣＤ－ＲＯＭ独自のエラー訂正技術につい5 

て，「コード・データ記録等，データ補間の困難な応用のため，さら

にデータの質を上げることが可能となっている。」と説明した（乙８

２〔８０頁〕）。 

(ｴ) 本件特許１－５の実施 

  被告は，①ＣＤ－ＲＯＭドライブ搭載の汎用コンピュータパソコン，10 

②ＣＤ－ＲＯＭを利用するゲーム機，③カーナビ，④その他のＣＤ－

ＲＯＭドライブ，⑤ＣＤ－Ｒ／ＲＷ記録ドライブ及びレコーダー，⑥

ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ再生ドライブ，プレーヤー，⑦

ＢＤプレーヤー，⑧ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ，ＤＶＤ＋Ｒ・ＲＷ，ＤＶＤ－

ＲＡＭ記録ドライブ，レコーダー，⑨ＢＤ記録ドライブ及びレコーダ15 

ー，⑩ビデオＣＤ及びスーパービデオＣＤ（ディスクそのものを除く），

⑪ＭＤ－ＤＡＴＡをコンピューターストレージに展開したデジタル記

録装置，⑫電子ブックプレーヤの各製造に本件特許１－５を実施して

いる（争いのない事実）。 

イ 本件特許１－５のうち請求項１は，第１及び第２のクロスインターリ20 

ーブ・リード・ソロモン符号による誤り訂正（ＣＩＲＣ）に加えて，第

３のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行うものであり，この第３

のリード・ソロモン符号は，所定のブロック（セクタ）内のデータだけ

で完結させて誤り検出と訂正を行うブロック完結型である。また，各ユ

ーザーワードは，上位ユーザシンボルと下位ユーザシンボルとに分割さ25 

れ，セクタは「プレーン」で構成でき，セクタの第１のプレーンは，そ
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のセクタの上位ユーザシンボルを受信し，第２のプレーンは，そのセク

タの下位ユーザシンボルを受信する（以下，同構成を「２プレーンデー

タ構造」ということがある。）（甲６，１９４）。 

  また，請求項５は，第３のリード・ソロモン符号器で行われている符

号化処理である，上記２プレーンデータ構造を内容とするものであり，5 

請求項７は，第１及び第２のクロスインターリーブ・リード・ソロモン

符号に従い，各々復号する２つの復号ステップを内容とするものである

（甲６）。 

ウ 文字を表すデータ，表示用データ，プログラムのデータ等のデジタル

データは，データ間の相関性が非常に低いため，音楽用ＣＤに記録され10 

る音楽信号のように平均値補間など隣接データポイントに基づき欠陥デ

ータポイントを補間する補間処理によりエラー訂正を行うことが不可能

であり，音楽信号と比べて再生データのエラーレートがさらに良いこと

が望ましい（甲２ないし５）。 

  本件特許１－５に係る発明は，ＣＩＲＣによる誤り訂正に加えて，第15 

３のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行い，また第３の誤り訂正

は所定のセクタ（ブロック）内のデータだけで完結させてエラー訂正を

構成するブロック完結型符号を用いて行われるため，セクタ（ブロック）

単位でのデータアクセスが可能となり，コンピュータ用途に適している

といえる（甲６，１９４〔１ないし３頁〕）。 20 

  そして，ＣＤ－ＲＯＭの標準規格として採用されたエラー訂正の方式

は，ＣＩＲＣでは実現できなかった高いエラー訂正率を実現するもので，

ＣＤ－ＲＯＭにおけるデータの信頼性が高まり，ＣＤ－ＲＯＭがコンピ

ュータのデータストレージとして十分使用に耐え得るようになったと評

価されることもあるものであった ）。 25 

  また，本件特許１－５と実質的に同一の請求項を含む本件特許１－３
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がＣＤ－ＲＯＭに係る日本工業規格に掲載されていること（前記ア ａ），

被告もＣＤ－ＲＯＭドライブ搭載のコンピュータやＣＤ－ＲＯＭを利用

するゲーム機等の複数の製品において本件特許１－５を実施しているこ

とからすれば ，本件特許１－５は，これが対象特許として含

まれるライセンス契約の相手方において，相当程度の割合で実施されて5 

いるものと推認するのが相当である。 

  これらの事実からすれば，本件特許１－５は，本件ジョイントライセ

ンスプログラムに係るライセンス交渉において，被告が自社の代表的な

特許として相手方に提示したことまでは認めるに足りる証拠はないもの

の，契約締結時にその存在が契約の相手方に認識されており，また，相10 

手方がこれを考慮に入れて当該契約を締結した可能性があるものであっ

て，当該契約締結に対する一定の寄与度を認めることができる。他方，

本件ジョイントライセンスプログラムのライセンス対象特許には，必ず

しもライセンシーによって実施されないことがある特許もあった（前記

３⑴カ）。 15 

エ 本件特許１－５は，上記２プレーンデータ構造を除き，本件特許１－

３の再発行特許である本件特許１－４の請求項１，１２及び１７と同一

の技術的意義を有する発明であり，ターミナル・ディスクレイマーを付

して本件特許１－４の有効期間を超える部分を放棄することによって登

）。そして，ターミナル・ディスクレイ20 

マーが付されたため，本件特許１－５は本件特許１－４と分離して移転

することができず，同一人が保有した状態でなければ権利行使できない

という制約が付されていた ），本件特許１－

５は，本件特許１－４と離れて被告に対して独占の利益を付与するもの

であったとは評価し難い。また，上記２プレーンデータ構造は，①これ25 

を採用することにより，連続エラーとなるところを単一エラーとして
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別々のプレーンに分離できることからエラー訂正能力が向上し，上位プ

レーンと下位プレーンでエラー訂正処理をパラレルに実行することで全

体としての処理時間も短縮できること（甲６，１９４〔４及び５頁〕），

②被告もまた，同構造に独自の技術的価値があることを前提に，本件特

許１－５につき特級から５級までの６等級のうち●省略●として報奨金5 

を支払ったこと（前記１⑸イ ，乙３７）が認められるものの，ライセ

ンス契約において同構造に独自の価値があるとまでは認め難い。 

  これらの諸事情を総合的に考慮すれば，本件特許１－５については，

本件特許１－４と一体となって別紙相当対価計算表「【Ｅ】対象特許１件

当たりの利益の額」の１０倍の額を基礎として相当対価の額を算定する10 

ことが相当であると評価し，本件特許１－５のみとしては，その半分で

ある「【Ｅ】対象特許１件当たりの利益の額」欄記載の金額の５倍の金額

を基礎として相当対価を算定することが相当であると評価する。 

オ これに対し，被告は，本件特許１－５は本件特許１－１の公開公報

（乙２２６）に記載された発明に基づき新規性を欠き，無効であるから，15 

本件特許１－５の価値は極めて低い旨主張する。 

  しかしながら，仮に特許に無効理由が存在したとしても，当該特許が

有効である以上，これを行使して独占の利益を享受することを想定する

ことができる。そして，本件特許１－５について，米国の裁判所等にお

いて無効であるとの判断を受けたとの事実は存在せず，また，ライセン20 

ス交渉において，本件特許１－５が無効であることを前提とした主張が

された事実を認めるに足りない。本件特許１－５における無効理由の存

否は，前記ライセンス料に占める同特許の寄与度を検討するに当たり考

慮するには及ばない。 

カ 原告は，本件特許１－５がＣＤ－ＲＯＭ規格に採用された結果，ＣＤ25 

－ＲＯＭ規格に関する被告のライセンス料の配分割合がＣＤ－ＤＡ規格
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時の●省略●に上昇したとして，ライセンス料に占める本件特許１－５

の寄与度は高い旨主張する。 

  しかしながら，被告とフィリップス社との間における配分割合の交渉

において，本件特許１－５が考慮されたと認めるに足りる証拠はなく，

原告の主張は採用することはできない。 5 

  したがって，原告の上記主張は採用できない。 

⑵ 本件特許２－１ 

ア 前記２⑵で述べたとおり，本件特許２－１に係る発明は，ディスクの

誤り訂正方法に係る発明であり，アドレスの誤り検出のための第１の誤

り訂正符号は第１の領域内で完結し，データの誤り訂正のための第２の10 

符号は複数のセクタにまたがって完結することを特徴とする。これによ

り，ディスクの記録容量を減少させず，バーストエラーに強く，迅速に

アクセス可能なデータ記録ディスクを実現することを目的とする。 

  ＤＶＤに係る規格は，物理フォーマット層（ＤＶＤの形や光学的な特

性を定めるＤＶＤ規格の基本となるもの），論理フォーマット層（メディ15 

アの中にファイルがどのように書き込まれているかを定めるもの）及び

アプリケーションフォーマット層（書き込まれる映像や音，データの管

理方法を定めるもの）の３つの層で定められており，それぞれ多数の規

格が存在する。物理フォーマット層に分類される規格としては，読み取

り専用のＤＶＤ－ＲＯＭ，書き込みと書き換えができるＤＶＤ－Ｒ，Ｄ20 

ＶＤ－ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷがある（乙１９５，２

１７）。 

  本件特許２－１に係る発明は，ＤＶＤ規格の基本となる物理フォーマ

ット層のうち誤り訂正方法（誤り検出符号やＥＣＣブロック）に関連す

る技術であることからすれば（乙１９６），本件特許２－１が対象特許と25 

して含まれるライセンス契約の相手方において，ある程度の割合で実施
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されているものと推認するのが相当である。また，本件特許２－１は，

ＤＶＤ－ＲＡＭ規格を実施するための必須特許とされていることから

（乙２３４〔１０枚目〕，争いのない事実），少なくともＤＶＤ－ＲＡＭ

製品において実施されていると認められる。 

  一方，本件特許２－１が，被告がライセンス契約を締結するに当たっ5 

て代表特許として提示された事実はなく，３Ｃライセンスプログラムに

おけるライセンス対象特許となった時期も，ＤＶＤの統一規格が発表さ

れた平成７年１２月から相当経過した平成１４年であり（前記３⑴イ ），

ＤＶＤ－ＲＡＭ以外のＤＶＤ規格製品において，他に代替の余地のない

必要不可欠な技術であると認めるに足りる証拠もない。ＤＶＤ規格に係10 

る製品は，様々な種類の多数の技術（特許）が複合されて初めて商品化

が可能となる製品であることからすれば，代表特許ではない個々の特許

について，ライセンス契約全体に対し多大な貢献をしているということ

はできない。 

  これらの諸事情を総合的に考慮すれば，本件特許２－１については，15 

別紙相当対価計算表「【Ｅ】対象特許１件当たりの利益の額」欄記載の金

額の２倍の金額を基礎として相当対価の額を算定することが相当である。 

イ これに対し，被告は，本件日本出願及びそこからの３件の分割出願

（特願２００３－３１２１２７号，特願２００６－３６４１６号，特願

２００６－３２７３１８号）がいずれも拒絶査定を受けて確定している20 

こと（乙２０６，２１８〔添付資料１〕，２２５）から，本件特許２－１

は，特許出願当時の公知及び周知技術（特開昭６１－１８２６７６号公

報〔乙６６〕及び特公開平６－３１４１７４号公報〔乙６７〕）により新

規性又は進歩性を欠いて無効であり，ライセンス料に占める貢献度は低

い旨主張する。 25 

  しかしながら，前記⑴オのとおり，仮に特許に無効理由が存在したと
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しても，当該特許が有効である以上，これを行使して独占の利益を享受

することを想定することができるところ，本件特許２－１について，米

国の裁判所等において無効であるとの判断を受けたとの事実は存在せず，

また，ライセンス交渉において，無効であることを前提とした主張がさ

れた事実を認めるに足りない。本件特許２－１における無効理由の存否5 

は，前記ライセンス料に占める同特許の寄与度を検討するに当たり考慮

するには及ばない。 

ウ 一方，原告は，ＤＶＤ規格の基本構造を東芝・松下陣営のＢＤ規格に

奪われた被告にとって，本件特許２－１がＢＤ規格においても回避不能

な技術であったことにより，全てのＤＶＤ規格においてライセンサーの10 

地位を獲得することができた旨主張する。しかし，前記アで述べたとお

り，ＤＶＤ規格のうち本件特許２－１が必須特許とされているのはＤＶ

Ｄ－ＲＡＭ規格のみであり，本件特許２－１が他のＤＶＤ規格において

も回避不能な技術であると認めるに足りる証拠はない。 

  したがって，原告の上記主張は採用できない。 15 

５ 争点 （本件発明について被告が貢献した程度）について 

⑴ 本件特許１－５ 

本件特許１－５は，音楽用に開発されたＣＤに対して，音楽データのみな

らず，文字データやプログラムデータといったデジタルデータを記録すると

の発想を出発点として，そのためのエラー訂正技術として開発されたもので20 

あるところ， のとおり，音楽用ＣＤをコンピュータの外部ス

トレージとして活用するとの発想を元に，フィリップス社へＣＤ－ＲＯＭの

共同開発を打診し，開発への契機を作ったのは被告であったと認められる。

また，前記４⑴イのとおり，本件特許１－５は，第１及び第２のクロスイン

ターリーブ・リード・ソロモン符号による誤り訂正（ＣＩＲＣ）に加えて，25 

第３のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行うものであり，この第３の
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リード・ソロモン符号は，所定のブロック（セクタ）内のデータだけで完結

させて誤り検出と訂正を行うブロック完結型であることを特徴とする発明で

ある。そして，同発明の基礎となるＣＩＲＣは，被告において昭和５３年６

月頃から行われたフィリップス社との音楽用ＣＤの研究開発の成果であり

（前記前提事実⑵ウ），本件特許１－５は被告に蓄積された同先行技術を活5 

用して完成されたという面もある。さらに，本件特許１−５の出願経過は，

で認定したとおりであり，被告は，現地の特許事務所に依頼し，

米国特許庁の拒絶理由書に対する対応や出願回復手続を経て，出願から３年

半超をかけて登録に至ったのであり，これらの手続において被告及びその知

的財産部門が相当の貢献をしたといえる。 10 

加えて，本件特許１－５は，ＣＤ－ＲＯＭ規格におけるエラー訂正技術と

して標準規格に採用され ），同特許を対象特許とするライ

センス契約に基づく多額といえるライセンス収入は，同特許が標準規格とな

ったＣＤ－ＲＯＭ事業の成功によるところが大きいといえる。ＣＤ－ＲＯＭ

の規格は，被告とフィリップ社が主導して定めたの15 

その規格に採用されたことに対する被告の貢献は大きい。そして，標準規格

としてのＣＤ－ＲＯＭの普及に当たっては，規格のプロモーション，ライセ

ンシング，事業化が，被告の主導と経済的出捐によって行われたものと認め

られる。 

原告は，被告とフィリップ社との間において原告が提案したエラー訂正フ20 

ォーマットがフィリップス案よりも優れたエラー訂正能力を有していたこと

を挙げて原告の貢献度が高い旨主張し，確かに，前記４ アのとおり，被告

とフィリップ社との間で，ＣＤ－ＲＯＭのエラー訂正方式として，原告が着

想したフォーマットを採用することが基本的に合意されたと認められる。し

かしながら，前記４ のとおり，セクタ（ブロック）内でエラー訂正25 

を完結させるとのアイデア自体は原告がＣからエラー訂正方法の検討を依頼
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される以前の段階でフィリップス社から提案されたものであり，また，同ｅ

において被告が提案した訂正方式の具体的な数値そのものが本件特許１－５

となっているものではない。フィリップス社の従業員（Ｄ）が共同発明者と

して加わっていることからも明らかなとおり，本件特許１－５は，フィリッ

プス社のアイデアの下で被告とフィリップス社が協議を重ねて完成されたと5 

いえるものである。そして，原告の貢献が否定されるものではないが，規格

への採用については，被告による提案であったから規格として採用された面

が大きいことは否定されず，被告の貢献の大きさは否定されない。 

以上の諸事情及びその他一切の事情を考慮すると，本件特許１－５に係る

発明への被告の貢献度は９５％と認めるのが相当である。 10 

⑵ 本件特許２－１ 

  本件特許２－１もまた，ＤＶＤ－ＲＡＭ規格を実施するための必須特許と

されているところ，同特許を対象特許とするライセンス契約に基づくライセ

ンス収入は，同特許が標準規格となったＤＶＤ―ＲＡＭを含むＤＶＤ事業の

成功によるところが大きいといえる。そして，標準規格に採用されたことに15 

対する被告の貢献は大きいといえるし，標準規格としてのＤＶＤの普及に当

たっては，規格のプロモーション，ライセンシング，事業化が，被告の主導

と経済的出捐によって行われたものと認められる。 

  また，本件特許２－１の米国における出願等の権利化手続は，被告の知的

財産部の従業員や被告が委任した代理人によって行われたと認められる。 20 

  以上の事情及びその他一切の事情を考慮すると，本件特許２－１に係る発

明への被告の貢献度もまた９５％と認めるのが相当である。 

６ 争点 （共同発明者間における原告の貢献度） 

⑴ 本件特許１－５の発明者は，原告，Ｃ，Ｂ，Ａ，Ｄの５名であり，このう

ち被告の従業員はＤを除いた４名である。また本件特許２－１の発明者は，25 

原告，Ｅ及びＦの３名である。 
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  こうした共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は，特段の事情がない

限り均等であると認めるのが相当であるところ，本件の証拠上，本件特許１

－５及び本件特許２－１に係る発明の着想から特許取得までの過程において

有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な証拠はない。 

  そうすると，本件において，共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は5 

均等であると認めるのが相当である。 

  これに対し，原告は，本件特許１－５については着想から完成までを１人

で行い，また本件特許２－１については発明の根幹となる着想を行ったので

あり，いずれについても原告の貢献は高いと主張するが，前記２イ及び４⑴

共同発明者と議論を重ねて上記各発明を行10 

っており，そこで認定したとおり，原告が発明に当たって一定の役割を果た

したとは認められるものの，原告が他の共同発明者に比して格別の貢献があ

ったと認めるに足りる客観的な証拠はない。 

⑵ 以上によれば，共同発明者間における原告の貢献の程度は，本件特許１－

５については２５％，本件特許２－１については３３％と認められる。 15 

７ 争点⑸（相当対価の額）について 

ア 本件各ライセンス契約において被告が得た利益の額 

  被告が，本件各ライセンス契約によって受領したライセンス料の額は，別

紙相当対価計算表「【Ａ】ライセンス料配分額」及び「【Ｂ】●省略●」欄記

載のとおりであり，同金額に本件特許１－５及び本件特許２－１の貢献度等20 

を考慮して算出した金額が，同発明により被告が受けるべき利益の額となる。 

  これに対し，被告は，標準規格に関連する特許については，そのライセン

ス契約に対するライセンス料は，純粋に特許そのものの実施料だけでなく，

標準規格の仕様提供等の情報提供に対する対価，規格準拠製品を現実に実施

するためのサポートや規格準拠製品であることを示すロゴの仕様等に対する25 

対価としての性質も含むとして，被告が収受したライセンス料のうち，特許
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そのものの実施に対する対価としての性質は３分の１を超えるものではない

と主張する。 

  しかしながら，本件ジョイントライセンスプログラムにおける契約書（乙

１３８）をみても，フィリップス社によって提供される標準規格の実施に係

る情報の対価がライセンス料の３分の２を占めると認めるに足りる記載はな5 

い。●省略● 

  したがって，被告の上記主張は採用できない。 

イ 相当対価の額 

  以上のとおり，本件特許１－５及び本件特許２－１について，被告が受領

したライセンス料を特許権数で除すと「【Ｅ】対象特許１件当たりの利益の10 

額」の金額となり，相当対価の算定にあたり，同額の５倍（本件特許１－５）

又は２倍（本件特許２－１）を基礎とし，被告の使用者としての貢献度を９

５％，原告の共同発明者間における貢献度を本件特許１－５について２５％，

本件特許２－１について３３％（ただし，本件特許１－５及び２－１がいず

れもライセンス対象特許となっているＳＣＥライセンス契約については両特15 

許が併存する期間につき２５％と３３％の平均である２９％）として算定す

ると，本件特許１－５及び本件特許２－１に係る特許を受ける権利の承継の

相当の対価は，別紙相当対価計算表の【Ｊ】欄の欄外に記載のとおり，●省

略●と認められる。 

（本件特許１－５の計算式） 20 

 ライセンス料受領額÷対象特許権数×５×（１００－９５）％×２５％ 

（本件特許２－１の計算式） 

 ライセンス料受領額÷対象特許権数×２×（１００－９５）％×３３％ 

  この相当対価の額から，前記１⑸の既払金合計●省略●を控除すると，そ

の残額は８３３万６３１９円となる。  25 

８ 結論 
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 よって，原告の請求は８３３万６３１９円及びこれに対する請求の日（訴状

送達の日）の翌日である平成２７年５月１３日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，その限度

でこれを認容し，その余は理由がないから棄却することとして，主文のとおり

判決する。 5 

東京地方裁判所民事第４６部 

 

裁判長裁判官 柴 田 義 明   

 

 

裁判官 安  岡  美 香 子 

 

 

   裁判官 大 下 良 仁  
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（別紙） 

特 許 目 録 

 

１ １－１ 

⑴ 特許番号 第１９８１１８０号 5 

出願日 昭和５９年３月２４日（特願昭５９－５７５９６） 

登録日 平成７年１０月２５日 

発明の名称 デイジタルデータ伝送方法 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 10 

 入力されたディジタルオーディオ信号をエラー訂正ブロック毎にエラー訂正

符号化して第１のチェックワードを生成し，上記ディジタルオーディオ信号及

び上記第１のチェックワードについてインターリーブを行なった後，更にエラ

ー訂正符号化を行うことにより第２のチェックワードを生成し，上記ディジタ

ルオーディオ信号，上記第１及び第２のチェックワードを伝送するディジタル15 

データ伝送方法において，入力されたディジタルオーディオ信号以外のディジ

タルデータをエラー訂正符号化して第３のチェックワードを生成し，上記ディ

ジタルデータ及び第３のチェックワードにより上記エラー訂正ブロックを形成

した後，上記ディジタルオーディオ信号に対するエラー訂正符号化と同じエラ

ー訂正符号化を行い，上記ディジタルデータ，上記第１，第２及び第３のチェ20 

ックワードを伝送することを特徴とするディジタルデータ伝送方法。 

２ １－２ 

⑴ 特許番号 第２０８５６４２号 

出願日 昭和５９年３月２４日（特願昭５９－５７５９５） 

登録日 平成８年８月２３日 25 

発明の名称 エラー訂正符号化方法 



- 84 - 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 複数ワードからなる１セクタを単位とし，各ｍビットからなるワードをそれ

ぞれ２個のシンボルに分割し，上記２個のシンボルの一方によって，上記１セ

クタ内に第１のデータプレーンを形成し，上記２個のシンボルの他方によって5 

上記１セクタ内に第２のデータプレーンを形成し，上記第１のデータプレーン

について，２次元配列したときに異なる方向に位置する複数シンボルを符号系

列とするエラー訂正を行うと共に，上記第２のデータプレーンについて，２次

元配列したときに上記第１のデータプレーンと同じ位置関係でもって，複数シ

ンボルを符号系列とするエラー訂正を行うことを特徴とするエラー訂正符号化10 

方法。 

３ １－３（米国特許） 

⑴ 特許番号 ４６８０７６４ 

出願日 昭和６０〔１９８５〕年３月２２日（出願番号７１４８

９２） 15 

登録日 昭和６２〔１９８７〕年７月１４日 

発明の名称 デイジタルデータ伝送方法及び装置 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 

  情報内に形成されたユーザワードのエラー訂正を有する情報伝送方法にお20 

いて：各ユーザワードを，同じ長さの第１と第２のマルチビットのユーザシ

ンボルに分割するステップと； 

  第１のリード・ソロモン符号器に第１の複数のデータシンボルを導入し，

そこにパリティシンボルの第１の系列を各々加えるステップであり，前記デ

ータシンボルが前記第１と第２のユーザシンボルから形成される，当該ステ25 

ップと； 
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  各々異なる遅延時間で，前記第１の符号器の出力シンボルをインターリー

ブするステップと； 

  第２のリード・ソロモン符号器に第２の複数のデータシンボルを導入し，

そこにパリティシンボルの第２の系列の各々を加え，第３の複数の符号シン

ボルを生成するステップと； 5 

  前記第３の複数の符号シンボルをチャンネルシンボルへ変調し，記録媒体

へ導入し，そこから次の復号を行うステップとを備え， 

  第３のリード・ソロモン符号器でパリティシンボルの第３の系列を前記ユ

ーザシンボルに付加することにより，セクタ単位で前記データシンボルを生

成し， 10 

  符号化後の各セクタが，複数の前記第１の複数のデータシンボルの全体と

数が等しい複数のデータシンボルからなる，伝送方法。 

【請求項１２】 

  ユーザワードを有し形成されたディジタルデータ情報信号の エラー訂正

とともに情報伝達するための装置であって， 15 

  前記ユーザワードを受信し，パリティシンボルの第１の系列を生じるため

の第１の行列積手段を含む，第１のリード・ソロモン符号器と； 

  各受信したユーザワードとパリティシンボルを，同じ長さの２つのマルチ

ビットの第１のユーザシンボルに分配するため，前記ユーザワードとパリテ

ィシンボルの前記第１の系列を前記第１のリード・ソロモン符号器から受信20 

する，分配手段と； 

  前記分配手段に接続され，前記ユーザシンボルから生じたデータシンボル

の連続する第１のシンボルを受信し，パリティシンボルの関連する第２の系

列に各第１のシンボルを付加するための第２の行列積手段を含む，第２のリ

ード・ソロモン符号器と； 25 

  前記第１のシンボル，および関連する第２の系列を，前記第１の数に加え
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関連する第２の系列にあるシンボルと同じ数の第２のシンボルにインターリ

ーブするため，前記第２のリード・ソロモン符号器，および，各異なる遅延

時間を与える前記分配手段からの前記ユーザシンボルで与えられた，インタ

ーリーブ手段と； 

  シンボルの連続する第３のシンボルを受信するための前記インターリーブ5 

手段で与えられ，第４の符号シンボルを生成するため，パリティシンボルの

関連する第３の系列を各第３のシンボルに付加するための第３の行列積手段

を有する，第３のリード・ソロモン符号器；および 

  後で復号される記録媒体への導入用に，前記符号シンボルをチャンネルシ

ンボルへ変調するため，前記第２のリード・ソロモン符号器により与えられ10 

た変調手段を備える前記装置。 

４ １－４（米国特許） 

⑴ 特許番号 ＲＥ３３４６２ 

出願日 平成元〔１９８９〕年７月１３日（出願番号３７９６２

７） 15 

登録日 平成２〔１９９０〕年１１月２７日 

発明の名称 デイジタルデータ伝送方法及び装置 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 

情報内に形成されたユーザワードのエラー訂正を有する情報伝送方法にお20 

いて： 

各ユーザワードを，同じ長さの第１と第２のマルチビットのユーザシンボ

ルに分割するステップと； 

第１のリード・ソロモン符号器に第１の複数のデータシンボルを導入し，

そこにパリティシンボルの第１の系列を各々加えるステップであり，前記デ25 

ータシンボルが前記第１と第２のユーザシンボルから形成される，当該ステ
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ップと； 

各々異なる遅延時間で，前記第１の符号器の出力シンボルをインターリー

ブするステップと； 

第２のリード・ソロモン符号器に第２の複数のデータシンボルを導入し，

そこにパリティシンボルの第２の系列の各々を加え，第３の複数の符号シン5 

ボルを生成するステップと； 

前記第３の複数の符号シンボルをチャンネルシンボルへ変調し，記録媒体

へ導入し，そこから次の復号を行うステップとを備え， 

第３のリード・ソロモン符号器でパリティシンボルの第３の系列を前記ユ

ーザシンボルに付加することにより，セクタ単位で前記データシンボルを生10 

成し， 

符号化後の各セクタが，複数の前記第１の複数のデータシンボルの全体と

数が等しい複数のデータシンボルからなる，伝送方法。 

【請求項１２】 

ユーザワードを有し形成されたディジタルデータ情報信号のエラー訂正と15 

ともに情報伝達するための装置であって， 

前記ユーザワードを受信し，パリティシンボルの第１の系列を生じるため

の第１の行列積手段を含む，第１のリード・ソロモン符号器と； 

各受信したユーザワードとパリティシンボルを，同じ長さの２つのマルチ

ビットの第１のユーザシンボルに分配するため，前記ユーザワードとパリテ20 

ィシンボルの前記第１の系列を前記第１のリード・ソロモン符号器から受信

する，分配手段と； 

前記分配手段に接続され，前記ユーザシンボルから生じたデータシンボル

の連続する第１のシンボルを受信し，パリティシンボルの関連する第２の系

列に各第１のシンボルを付加するための第２の行列積手段を含む，第２のリ25 

ード・ソロモン符号器と； 
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前記第１のシンボル，および関連する第２の系列を，前記第１の数に加え

関連する第２の系列にあるシンボルと同じ数の第２のシンボルにインターリ

ーブするため，前記第２のリード・ソロモン符号器，および，各異なる遅延

時間を与える前記分配手段からの前記ユーザシンボルで与えられた，インタ

ーリーブ手段と； 5 

シンボルの連続する第３のシンボルを受信するための前記インターリーブ

手段で与えられ，第４の符号シンボルを生成するため，パリティシンボルの

関連する第３の系列を各第３のシンボルに付加するための第３の行列積手段

を有する，第３のリード・ソロモン符号器；および 

後で復号される記録媒体への導入用に，前記符号シンボルをチャンネルシ10 

ンボルへ変調するため，前記第２のリード・ソロモン符号器により与えられ

た変調手段を備える前記装置。 

【請求項１７】 

情報で形成され，変調され，記録媒体に記録されたユーザワードのエラー

訂正で符号化された前記情報の復号方法であって， 15 

第１の符号シンボルのシーケンスを形成するため，前記ユーザワードが記

録された記録媒体から，復調用のチャンネルシンボルのシーケンスを受信す

るステップと； 

パリティシンボルの符号化された第１の系列を用いる第１のリード・ソロ

モン復号器で，第１の符号シンボルを，シンボルの関連する小さい第２のシ20 

ンボルに復号し，訂正するステップと； 

前記第２のシンボルと同じ数のシンボルに，各異なる遅延時間により，前

記第１復号器の前記出力シンボルをデインターリーブするステップと； 

パリティシンボルの符号化された第２の系列を用いる第２のリード・ソロ

モン復号器で，第１のシンボルを前記関連する小さい第３のシンボルを復号25 

し，訂正するステップと；を備え， 
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シンボルの複数の前記第１のシンボルがセクタに結合されており，少なく

ともパリティシンボルの前記第３の系列の数によるセクタ内の前記シンボル

数より小さい数のユーザシンボルの出力を生成するため，パリティシンボル

の符号化された第３の系列を用いる第３のリード・ソロモン復号器で，前記

複数を復号および訂正する，前記方法。 5 

【請求項２１】 

情報で形成され，変調され，記録媒体で記録されたユーザワードのエラー

訂正で符号化された前記情報の復号装置であって， 

記録媒体からチャンネルシンボルのシーケンスを受信するための入力手段

と； 10 

第１の符号シンボルのシーケンスを構成するように，各チャンネルシンボ

ルを符号シンボルに復調するための復調手段と； 

第１の符号シンボルを受信するため前記復調手段に接続されており，また，

前記第１のシンボルより小さい第２のシンボルを出力するように，前記関連

する第１のシンボルを復号および訂正するため，各第１のシンボルに，関連15 

する第１のエラーシンドロームのシンボルグループを生成する第１の行列積

手段を有する，第１の復号手段と； 

受信した前記第２のシンボルをデインターリーブし，それらを前記第２の

シンボルにあるシンボルと同じ数の第３のシンボルに分配するように，各遅

延時間を与えるため前記第１の復号手段と接続され，ここで，前記第２と第20 

３のシンボルは同じ値を有する，デインターリーブ手段と； 

第３のシンボルを受信するため前記デインターリーブ手段で与えられ，ま

た，前記第３のシンボルより小さい前記関連する第１のシンボルを出力する

ように，前記関連する第３のシンボルを復号および訂正するため，各第３の

シンボルに，関連する第２のエラーシンドロームのシンボルグループを生成25 

する第２の行列積手段を有する，第２の復号手段；および 
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前記第２の復号手段に接続されており，また，前記第３の復号手段の出力

手段でユーザシンボルを出力するように，データシンボルの複数の第１のデ

ータワードのセクタを復号および訂正するため，さらなるエラーシンドロー

ムのシンボルを生成する第３の行列積手段を有するリード・ソロモン復号器

を備える，第３の復号手段を備える装置。 5 

５ １－５（米国特許） 

⑴ 特許番号 ４９９８２５２ 

出願日  昭和６２〔１９８７〕年８月６日（出願番号８２３３

１） 

登録日 平成３〔１９９１〕年３月５日 10 

発明の名称 デイジタルデータ伝送方法及び装置 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 

ユーザワードを有するように形成されたディジタルデータ情 報信号のエ

ラー訂正を伴って情報を伝送する装置において， 15 

前記ディジタルデータ情報信号の前記ユーザワードを受信する入力手段

と； 

第１，第２，および第３のリード・ソロモン符号器と； 

各受信したユーザワードを，前記入力手段から前記ユーザワードを受信し

て同じ長さの２つのマルチビットのユーザシンボルに分配し，ユーザワード20 

の上位のユーザシンボル出力用の第１の出力と，ユーザワードの下位のユー

ザシンボル出力用の第２の出力を有する分配手段であり，前記第１と第２の

出力は前記第３のリード・ソロモン符号器に接続され，前記上位のユーザシ

ンボルをセクタワイズに第３の行列積手段に入力し，それにより前記同じセ

クタで，いずれの下位のユーザシンボルとも分離され，また，前記第３のリ25 

ード・ソロモン符号器に接続されて，前記下位のユーザシンボルをセクタワ
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イズに第３の行列積手段に入力し，それにより前記同じセクタで，いずれの

上位のユーザシンボルとも分離され，前記セクタを上位のシンボルと下位の

シンボルの２つの個別のプレーンに各々構成する，当該分配手段と； 

前記ユーザシンボルから生成された連続する第１のデータシンボルを受信

し，パリティシンボルの関連する第１のシリーズを各第１の数に付加する第5 

１の行列積手段を備えた前記第１のリード・ソロモン符号器と； 

前記第１のリード・ソロモン符号器によって提供されたインターリーブ手

段であり，前記第１のナンバーと関連する第１のシリーズを合算したシンボ

ルの数と同数の第２のナンバーのシンボルの数に渡って，前記第１のナンバ

ー及び関連する第１のシリーズをインターリーブするべく，各々異なる遅延10 

時間を与える当該インターリーブ手段と； 

連続する第２のシンボルを受信すべく前記インターリーブ手段によって提

供される前記第２のリード・ソロモン符号器であり，第２の及び関連する第

２のシリーズのパリティシンボルに対して付加し，第３の符号シンボルを生

成する第２の行列積手段を備えた，当該第２のリード・ソロモン符号器と； 15 

前記第２のリード・ソロモン符号器によって提供された変調手段であり，

前記符号シンボルを後に復号される記録媒体への導入用のチャネルシンボル

に変調する，当該変調手段と；を備え， 

前記入力手段が，前記分配手段によって提供され，パリティシンボルの第

３のシリーズをユーザシンボルにセクタワイズに付加する第３の行列積手段20 

を有する前記第３のリード・ソロモン符号器をさらに備え，符号化後の各セ

クタが，前記リード・ソロモン符号器に与える複数の第１のデータシンボル

の全体のそれと等しい数のデータシンボルからなる，装置。 

【請求項５】 

情報ワードをエラー訂正符号に符号化するための方法であって， 25 

各前記情報ワードを，同じビット長の第１と第２のシンボルに分割するス
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テップと， 

第１の所定数の前記第１のシンボルからパリティシンボルの第１のシリー

ズを生成するステップと， 

前記第１の所定数の前記第１のシンボルに，パリティシンボルの前記第１

のシリーズを付加するステップと， 5 

パリティシンボルの前記第１のシリーズを生成する前記ステップと同じ方

法で，前記第１の所定数の前記第２のシンボルからパリティシンボルの第２

のシリーズを生成するステップと， 

パリティシンボルの前記第１のシリーズを付加する前記ステップと同じ方

法で，前記第１の所定数の前記第２のシンボルに，パリティシンボルの前記10 

第２のシリーズを付加するステップとを備える，方法。 

【請求項７】 

少なくとも１つのエラー訂正符号を含む符号化された情報ワードの復号方

法であって， 

前記符号化された情報ワード間で，いずれの相対的遅延時間も除去するた15 

め前記符号化された情報ワードの遅延時間を調整するステップと， 

前記符号化された情報ワードを第１のエラー訂正符号に従い復号するステ

ップと， 

前記ワードをオリジナルの所定の順で配置するため，前記復号した情報ワ

ードを再配列するステップと， 20 

前記再配列し復号化した情報ワードを，第２のエラー訂正符号に従い，さ

らに復号するステップと， 

所定のオリジナルのシーケンスを有するデータワードを形成するため，前

記さらに復号し再配列し復号した情報ワードを復元するステップとを備える，

方法。 25 

６ ２－１（米国特許） 
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⑴ 特許番号 ５８０５５６４ 

出願日  平成８〔１９９６〕年５月２９日（出願番号６５４５

９９） 

登録日 平成１０〔１９９８〕年９月８日 

発明の名称 アドレス領域での誤り検出可能な光ディスク，データ領5 

域での誤り検出方法，並びに記録方法及び装置 

⑵ 特許請求の範囲 

【請求項１】 

データを記録するトラックを複数のセクタに区分し， 

前記セクタを，アドレスを記録する第１の領域と，データを記録する第10 

２の領域とで構成し， 

前記アドレスの誤り検出のための第１の符号は，前記第１の領域内で完

結し， 

前記データの誤り訂正のための第２の符号は，前記トラックの複数の前

記セクタにまたがって完結する，データ記録ディスク。 15 

【請求項２】 

前記データ記録ディスクを複数のゾーンに区分し， 

各ゾーンにおける１トラック当たりの前記セクタ数を，ゾーン毎に変化さ

せ， 

前記第２の符号を，前記ゾーン内で完結する請求項１に記載のデータ記録20 

ディスク。 

【請求項３】 

前記第２の符号を，前記ゾーン内で完結するために，前記ゾーンの冒頭部

または終端部のセクタに，ダミーのデータを記録する請求項２に記載のデー

タ記録ディスク。 25 

【請求項４】 
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データ記録ディスクにデータを記録するデータ記録方法において， 

データを記録するトラックを複数のセクタに区分することと， 

各前記セクタを，アドレスを記録する第１の領域と，データを記録する第

２の領域とで構成することと， 

前記アドレスの誤り検出のための第１の符号は，前記第１の領域内で完結5 

することと， 

前記データの誤り訂正のための第２の符号は，前記トラックの複数の前記

セクタにまたがって完結することとを備える，データ記録方法。 

【請求項５】 

データを記録するトラックが複数のセクタに区分され，各前記セクタが，10 

アドレスを記録する第１の領域と，データを記録する第２の領域とで構成さ

れているデータ記録ディスクにデータを記録するデータ記録装置において， 

前記アドレスの誤り検出のための符号に対する処理を，１つの前記第１の

領域内で行うアドレス処理手段と， 

前記データの誤り訂正のための符号に対する処理を，前記トラックの複数15 

の前記セクタにまたがって行うデータ処理手段とを備える，データ記録装置。 

【請求項６】 

前記データ処理手段は，前記データ記録ディスクを複数のゾーンに区分し，

各ゾーンにおける１トラック当たりの前記セクタ数を，ゾーン毎に変化させ，

前記データの誤り訂正のための符号に対する処理を，前記ゾーン内で完結さ20 

せる請求項５に記載のデータ記録装置。 

【請求項７】 

前記データ処理手段は，前記データの誤り訂正のための符号に対する処理

を，前記ゾーン内で完結するために，前記ゾーンの冒頭部または終端部のセ

クタに，ダミーのデータを配置する請求項６に記載のデータ記録装置。 25 

７ ２－２（米国特許） 
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⑴ 特許番号 ５９６６３６８ 

出願日 平成９〔１９９７〕年４月１１日 

登録日 平成１１〔１９９９〕年１０月１２日 

発明の名称 データ記録ディスク 

⑵ 特許請求の範囲 5 

【請求項１】 

データを記録するトラックを複数のセクタに区分するとともに，前記セク

タを，アドレスを記録する第１の領域と，データを記録する第２の領域とで

構成したデータ記録ディスクにおいて， 

前記アドレスの誤り検出のための第１の符号は，前記第１の領域内で完結10 

し， 

前記データの誤り訂正のための第２の符号は，前記トラックの複数の前記

セクタにまたがって完結し， 

第１のデータを記録するとき線速度一定で記録し， 

第２のデータを記録するとき回転角速度一定で記録し， 15 

線速度一定で記録する場合と，回転角速度一定で記録する場合とで，前記

セクタのフォーマットを同一にする，データ記録ディスク。 

【請求項２】 

線速度一定で記録したディスクと回転角速度一定で記録したディスクを識

別する識別コードを記録した，請求項１に記載のデータ記録ディスク。 20 

【請求項３】 

データを記録するトラックを複数のセクタに区分するとともに，前記セク

タを，アドレスを記録する第１の領域と，データを記録する第２の領域とで

構成したデータ記録ディスクにデータを記録するデータ記録方法において， 

前記第１の領域内で前記アドレスの誤り検出のための第１の符号を記録す25 

ることと， 
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前記トラックの複数の前記セクタにまたがって前記データの誤り訂正のた

めの第２の符号を記録することと， 

前記データ記録ディスクに第１のデータを記録するとき，線速度一定で記

録することと， 

前記データ記録ディスクに第２のデータを記録するとき，回転角速度一定5 

で記録することと， 

線速度一定で記録する場合と，回転角速度一定で記録する場合とで，前記

セクタのフォーマットを同一にすることとを備えるデータ記録方法。 

【請求項４】 

線速度一定で記録したディスクと回転角速度一定で記録したディスクを識10 

別する識別コードをさらに記録する，請求項３に記載のデータ記録方法。 


